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台
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の
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は
じ
め
に

渡
辺
信
夫
氏
は
『
仙
台
市
史
』
の
な
か
で
仙
台
藩
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。1農

山
村
部
は
他
藩
同
様
に
、
人
口
に
お
い
て
も
戸
数
に
お
い
て
も
農
民
の
数
が
圧
倒

的
に
多
か
っ
た
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
他
藩
や
幕
領
地
な
ど
に
比
較

す
る
と
、
要
害
・
所
・
在
所
、
さ
ら
に
は
在
郷
屋
敷
が
置
か
れ
た
た
め
、
農
山
村

部
に
居
住
す
る
武
士
身
分
の
者
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
兵
農
未
分

離
の
結
果
で
は
な
く
、
兵
農
分
離
を
行
っ
た
上
で
再
編
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
仙
台
藩
の
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
藩
社
会
の
あ
り
方
に
も
規
定
的
な
影

響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

氏
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
在
村
す
る
「
武
士
身
分
の
者
」

の
多
さ
が
仙
台
藩
の
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
藩
の
大
身
家
臣
の
な
か
に
は
一
万

石
を
超
え
る
よ
う
な
大
名
レ
ベ
ル
の
知
行
地
と
要
害
・
所
・
在
所
と
呼
ば
れ
る
領
内
各
地

の
拠
点
を
拝
領
し
、
自
ら
の
館
を
中
心
と
す
る
小
城
下
町
を
形
成
す
る
者
が
お
り
、
彼
ら

の
家
臣
（
藩
陪
臣
）
た
ち
も
そ
の
場
所
に
集
住
し
て
い
た
。
一
般
の
藩
士
た
ち
の
な
か
に

も
村
に
屋
敷
地
を
所
持
し
て
い
る
者
が
多
く
、
こ
の
在
郷
屋
敷
に
住
む
直
臣
と
厖
大
な
数

に
上
る
陪
臣
の
存
在
に
よ
っ
て
「
農
山
村
部
に
居
住
す
る
武
士
身
分
の
者
が
多
か
っ
た
」

と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
記
述
は
藩
の
家
臣
全
体
（
陪
臣
を
も

含
む
）
を
指
し
て
「
武
士
身
分
」
と
表
現
し
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
家
臣
団
の
な
か
の

ど
の
階
層
か
ら
が
武
士
身
分
な
の
か
と
い
っ
た
点
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

藩
の
総
人
口
に
占
め
る
武
士
身
分
の
割
合
に
つ
い
て
も
「
家
臣
が
抱
え
る
『
家
中
』
が

多
か
っ
た
た
め
、
仙
台
藩
に
お
い
て
武
士
身
分
の
人
口
が
全
国
平
均
の
武
士
人
口
の
三
か

ら
四
倍
も
高
く
な
り
、
藩
の
全
人
口
の
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
八
世
紀
前
半
）
か

ら
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
八
世
紀
後
半
以
降
）
を
占
め
る
」2 

と
い
う
の
が
現
在

に
至
る
ま
で
の
通
説
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
が
幕
末
の
郡
奉

行
若
林
友
輔
（
靖
亭
）
の
覚
書
や
佐
沢
広
胖
編
『
奥
羽
史
料
』
な
ど
を
も
と
に
し
た

『
宮
城
県
史
』
の
表

3
で
あ
る
。
た
だ
し
、
表
か
ら
わ
か
る
の
は
「
御
家
中
御
上
下

共
ニ

」
や
「
御
一
門
並
諸
士
諸
組
付
諸
職
人
」
の
数
で
あ
っ
て
、
藩
の
凡
下
御
扶
持

人
（
卒
身
分
）
を
含
め
た
人
口
で
あ
る
。

そ
の
数
は
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
～
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
か
け
て

一
三
～
二
〇
万
人
で
推
移
し
て
お
り
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
時
点
で
の
直
臣

と
陪
臣
の
人
頭
お
よ
び
そ
の
家
族
を
含
め
た
合
計
数
が
一
七
万
二
二
三
九
人
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、4 

先
の
数
値
が
直
臣
だ
け
で
は
な
く
陪
臣
の
下
層
を
も

含
め
た
家
臣
全
体
の
人
数
と
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
、「
武
士
身
分
」

の
人
口
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
は
、
武
士
身
分
で
は
な
い
者
た
ち
を
も
含
め
た
数

で
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ば
、「
武
士
身
分
の
人
口
」
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ

う
し
た
数
値
を
以
て
「
武
士
身
分
の
人
口
」
と
表
現
す
る
の
が
一
般
的
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
当
時
の
人
び
と
の
感
覚
か
ら
い
え
ば
、
足
軽
や
下
級
の
陪
臣
た
ち

は
決
し
て
「
武
士
身
分
」
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

下
級
家
臣
を
含
め
て
武
士
・
武
士
身
分
と
表
現
し
て
い
る
研
究
は
多
々
み
ら
れ

る
が
、
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
等
し
く
家
臣
団
に
包
摂
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、

武
士
身
分
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
に
よ
っ
て
厳
し
い
規
制
が
あ
り
、
身
分
格

式
の
違
い
が
も
た
ら
す
衣
食
住
・
立
ち
居
振
る
舞
い
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
磯
田

道
史
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。5 

磯
田
氏
は
近
世
の
大
名
家
臣
団
の
な
か

で
ど
の
階
層
か
ら
が
世
襲
の
武
士
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
か
を
追
究
さ
れ
て
お
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り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
身
分
制
度
と
し
て
は
武
士
身
分
で
あ
る
家
臣
と

そ
う
で
は
な
い
家
臣
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
で
は
、
家
臣
団
の
な
か
で

「
武
士
身
分
」
と
は
誰
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
藩
政
史
研
究
に
お

い
て
も
近
世
大
名
の
家
臣
団
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
ど
の
階
層

か
ら
が
世
襲
の
武
士
身
分
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
議
論
さ
れ
始
め
た
の
は
近
年
の
こ

と
で
あ
り
、
近
世
身
分
制
研
究
の
進
展
を
背
景
に
出
て
き
た
分
析
視
角
で
あ
る
。6

ま
た
、
武
士
身
分
と
は
誰
が
認
定
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
光
子
氏
の

論
考
が
注
目
さ
れ
る
。
熊
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
大
名
や
籏
本
ら
が
認
め
た
畿
内
の
帯
刀
人
が

帯
刀
人
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
に
は
幕
府
の
町
奉
行
所
に
よ
る
登
録
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
い
、
武
士
身
分
の
成
立
は
主
人
と
の
主
従
関
係
だ
け
で
は
理
解
で
き

ず
、「
帯
刀
人
（
あ
る
い
は
武
士
）
の
任
免
に
関
し
て
領
主
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
権
限
し

か
も
た
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。7

各
領
主
の
認
め
る
帯
刀
人
と
幕
府
町
奉
行
所
の
認
め
る
帯
刀
人
の
う
ち
、
後
者
の
み
を

「
い
わ
ゆ
る
武
士
身
分
」と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、8 
仙
台
藩
に
は
藩
が
認
め
る
士
分（
武

士
身
分
）
と
藩
士
が
認
め
る
「
士
分
（
武
士
身
分
）
」
が
存
在
し
て
お
り
、
藩
士
個
々
人
が

認
め
た
「
士
分
（
武
士
身
分
）
」
は
地
域
は
限
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
地
域
に
お
い
て

は
歴
と
し
た
武
士
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
、
そ
う
し
た
武
士
身
分
の
重
層
性
を

重
視
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
仙
台
藩
に
お
け
る
武
士
身
分
に
つ
い
て
整
理

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
従
来
の
研
究
の
誤
り
や
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
点
に
つ

い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

一
、
家
臣
団
の
構
造

（
一
）士
分
の
割
合

ま
ず
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
仙
台
藩
伊
達
家
の
家
臣
団
構
造
に
つ
い
て
基
本
的
な
と

こ
ろ
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
同
藩
の
武
士
身
分
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
欠

か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
近
世
史
分
野
で
は
、
身
分
制
研
究
の
進
展
を
背
景
に
、
近
年
、
武
士
身
分

に
つ
い
て
も
研
究
が
深
め
ら
れ
、
大
名
家
臣
団
の
中
で
ど
の
階
層
か
ら
が
世
襲
の
武
士
身

分
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
磯
田
道
史
氏
は
、
ほ
と
ん
ど
の
大
名

家
の
家
臣
団
構
造
が
「
侍
・
徒
士
・
足
軽
以
下
」
と
い
っ
た
三
つ
の
階
層
区
分
で
捉
え
ら

れ
る
と
し
、
相
続
法
の
分
析
な
ど
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
近
世
前
期
の
諸
藩
で
は
「
徒
士
層
」
の
採
用
基
準
と
し
て
本
人
の
身
長
や
体
格
が

重
視
さ
れ
原
則
的
に
一
代
き
り
の
採
用
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
入
り
世
襲
の
色
合
い

が
強
く
な
り
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
一
代
限
り
の
任
用
で
あ
る
「
足
軽
以
下
」
と
は
異

な
っ
て
「
徒
士
層
」
も
「
侍
」
と
同
じ
世
襲
の
武
士
の
家
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
。
そ
し

て
、
近
世
前
期
に
は
「
侍
」
以
上
が
、
近
世
中
・
後
期
に
は
「
徒
士
層
」
以
上
が
世
襲
の
武

士
身
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。9

で
は
、
仙
台
藩
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
藩
の
家
臣
団
も
他
藩
同
様
に
武
士
身

分
の
者
と
卒
身
分
の
者
か
ら
成
っ
て
お
り
、
前
者
を
「
士
分
」、
後
者
を
「
凡
下
御
扶
持
人
」

と
呼
ん
で
い
る
。
磯
田
氏
が
い
う
「
侍
」
は
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
平
士
以
上
」
に
、「
徒

士
」
と
「
足
軽
以
下
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
組
士
層
」
と
「
凡
下
御
扶
持
人
層
」
に
あ
た
り
、
確

か
に
同
藩
の
家
臣
団
も
三
つ
の
階
層
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
延
宝

四
年（
一
六
七
六
）か
ら
同
八
年
に
か
け
て
作
製
さ
れ
た
家
臣
た
ち
の
由
緒
書
で
あ
る『
御

知
行
被
下
置
御
帳
』
で
は
、
徒
小
姓
組
・
徒
組
・
不
断
組
・
名
懸
組
・
給
主
組
の
者
た
ち

（
＝
組
士
た
ち
）
が
「
侍
衆
」
の
部
に
収
録
さ
れ
、
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
徒
小
姓
組
や
徒

組
に
属
す
者
も
い
た
こ
と
か
ら
、   10 

彼
ら
は
一
七
世
紀
後
半
の
時
点
で
す
で
に
世
襲
の
武

士
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
磯
田
氏
は
、
岡
山
藩
・
清
末
藩
・
津
山
藩
の
事
例
か
ら
近
世
大
名
家
臣
団
の
人

員
数
・
構
成
比
の
目
安
を
、「
侍
」
が
約
四
分
の
一
（
＝
約
二
五
％
）、「
徒
士
」
が
約
四
分

の
一
（
＝
約
二
五
％
）、「
足
軽
以
下
」
が
約
二
分
の
一
（
＝
約
五
〇
％
）
と
み
て
い
る
。   11 

一
八
世
紀
後
半
以
降
、
多
く
の
藩
で
「
徒
士
」
も
世
襲
の
武
士
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
か
つ
、
一
般
的
な
大
名
家
で
は
磯
田
氏
の
い
う
よ
う
な
構
成
比
で
家
臣
団

が
成
り
立
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、近
世
中
・
後
期
に
は
、家
臣
全
体
の
約
半
分
（
「
侍
」

が
約
二
五
％
、「
徒
士
」
が
約
二
五
％
、
合
計
約
五
〇
％
）
が
武
士
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
仙
台
藩
特
有
の
あ
り
方
が
指
摘
で
き

る
。仙

台
藩
伊
達
家
の
家
臣
団
構
造
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

が
、
家
臣
全
体
に
占
め
る
武
士
身
分
（
士
分
）
の
割
合
と
そ
の
変
化
を
追
い
か
け
る
よ
う
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な
研
究
は
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
割
合
を
出
す
た
め
に
は
前
提
と
し
て
士
分

の
人
数
と
家
臣
総
数
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
資
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、
意
外
に
そ

れ
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

一
般
に
同
藩
の
家
臣
は
約
一
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
、
こ
の
家
臣
の
総
数
を

正
確
に
求
め
る
作
業
は
簡
単
で
は
な
く
、例
え
ば
、同
じ
寛
文
一
〇
年（
一
六
七
〇
）の『
侍

帳
』・『
御
切
米
御
扶
持
方
牒
』
を
用
い
て
家
臣
の
総
数
を
求
め
た
先
行
研
究
で
あ
っ
て
も
、

総
数
を
七
三
八
〇
人
と
す
る
も
の
、
八
四
一
六
人
と
す
る
も
の
、
八
〇
五
二
人
と
す
る
も

の
と
い
っ
た
具
合
に
、
諸
説
併
存
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。   12 

家
臣
団
の
規
模
と
い

う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
凡
下
御
扶
持
人
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
に
よ
っ
て
違
い
が

生
ま
れ
、
ま
た
、
士
分
の
割
合
と
い
っ
て
も
誰
を
士
分
扱
い
し
誰
を
凡
下
御
扶
持
人
に
入

れ
る
の
か
近
世
前
期
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
な
意
味
で
は
一
七

世
紀
の
状
況
と
一
八
世
紀
以
降
の
状
況
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
一
七
世
紀
に
つ
い
て
は
不
正
確
な
部
分
も
残
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
は
、
藩

当
局
が
一
八
世
紀
に
定
め
た
役
列
規
定
を
指
標
に
家
臣
の
人
数
を
各
階
層
ご
と
に
割
り
出

し
、
家
臣
総
数
と
士
分
の
割
合
を
出
し
て
み
た
い
。

仙
台
藩
で
は
五
代
藩
主
吉
村
期
の
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
家
格
と
役
職
序
列
と

を
統
合
し
一
列
に
並
べ
た
「
御
役
列
」
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
同
藩
の
法
制
関
係
史
料
を

探
る
と
役
列
を
載
せ
た
も
の
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
史
料
の

な
か
に
は
「
組
士
之
列
」
や
「
凡
下
御
扶
持
人
列
」
を
載
せ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、   13 

誰
が

「
組
士
」（
＝
組
付
・
組
侍
）
で
、
誰
が
「
凡
下
御
扶
持
人
」
な
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
中

身
が
わ
か
る
。
役
列
の
記
載
に
は
留
保
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、「
組
士
之
列
」
や
「
凡
下
御

扶
持
人
列
」
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
を
基
準
に
家
臣
団
を
三
つ
の
階
層
（
「
平
士
以

上
」・「
組
士
層
」・「
凡
下
御
扶
持
人
層
」
）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数
を
表
1
に
ま
と

め
た
。

こ
れ
を
み
る
と
、
仙
台
藩
の
家
臣
団
規
模
は
一
七
世
紀
後
半
の
寛
文
一
〇
年

（
一
六
七
〇
）
に
は
九
〇
〇
〇
人
を
超
え
て
お
り
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
一
万
人
に
達

し
、
一
九
世
紀
直
前
の
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に
お
け
る
「
惣
家
中
」
の
人
数
は

一
万
六
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
幕
末
ま
で
九
千
人
台
後
半
で
推
移
し
、
明
治
二

年
（
一
八
六
九
）
七
月
に
同
藩
が
「
弁
事
役
所
」
へ
提
出
し
た
『
陸
前
国
仙
台
藩
籍
調
』
の

控
え
に
よ
る
と
「
家
中
」
の
「
惣
人
頭
」
は
九
九
六
五
人
で
（
う
ち
一
九
九
三
人
に
暇
が
出

さ
れ
た
）、

藩
制
末
期

ま
で
凡
そ

一
万
人
規

模
が
維
持

さ
れ
て
い

た
こ
と
が

わ
か
る
。

ま
た
、
　

一
八
世
紀

後
半
か
ら

幕
末
に
か

け
て
の
仙

台
藩
で

は
、
磯
田

氏
の
い
う

「
侍
」（
＝

表
1
の

「
平
士
以

上
」
）
の

数
が
全
体

の
約
三
四

～
三
六
％

に
上
り
、
他
藩
に
比
べ
九
～
一
一
％
ほ
ど
多
く
な
っ
て
お
り
、
一
方
で
「
徒
士
」（
＝
「
組

士
層
」
）は
約
九
～
一
〇
％
で
他
藩
よ
り
一
五
～
一
六
％
ほ
ど
少
な
く
、「
足
軽
以
下
」（
＝

「
凡
下
御
扶
持
人
層
」
）は
他
藩
よ
り
若
干
多
く
て
五
五
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、

同
藩
に
お
け
る
武
士
身
分
の
割
合
（
＝
士
分
の
割
合
）
は
全
体
の
約
四
四
～
四
五
％
で
あ

り
、
他
藩
に
比
べ
て
家
臣
全
体
に
占
め
る
武
士
身
分
の
割
合
が
五
～
六
％
ほ
ど
少
な
い
こ

と
も
表
1
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
仙
台
藩
は
、
人
数
こ
そ
多
く
の
武
士
た
ち
が
い
た
も
の
の
（
＝
士
分
の
人
数

　　　　階層等
年　　　　　 平士以上 組士層 凡下御扶持人層 家臣総数 士分

［平士以上＋組士層］
士分の
割合

寛文10年
（1670）

2,742
（30.1％）

1,379
（15.1％）

4,995
（54.8％）

9,116 4,121 45.2％

宝暦 - 明和年間
（1751-72）頃

3,590
（35.2％）

1,083
（10.6％）

5,530
（54.2％）

10,202 4,673 45.8％

寛政10年
（1798）

3,458
（34.3％）

995
（9.9％）

5,616
（55.8％）

10,069 4,453 44.2％

文化10年
（1813）

3,400
（35.6％）

912
（9.5％）

5,250
（54.9％）

9,562 4,312 45.1％

幕　　末 3,549
（35.9％）

860
（8.7％）

5,469
（55.4％）

9,878 4,409 44.6％

明治2年
（1869）

3,520
（48.4％）

743
（10.2％）

3,010
（41.4％）

7,273 4,263 58.6％

※『寛文十年侍帳』・『寛文十年御切米御扶持方牒』（仙台市博物館所蔵〈伊達家寄贈文化財 古記録49〉）、『宝暦
五年七月迄御知行御蔵米御切米御扶持方並人数調』（宮城県図書館所蔵〈KM318.1/ ホ1〉）、『奥陽名数』（『宮
城県史復刻版31』ぎょうせい、1987年）98頁、『惣家中分限並役附帳』（東北大学附属図書館所蔵〈本館己 A・3・
196〉）、「源貞氏耳袋」刊行会編『源貞氏耳袋』二巻（2008年）154頁、『旧仙台藩治概要』（近世村落研究会編『仙
台藩農政の研究』〈日本学術振興会、1958年〉所収）230頁、「第一編　秩禄処分沿革概要」（『明治前期財政
経済史料集成　第八巻』明治文献資料刊行会、1963年）367 ～ 368頁より作成。なお、寛文10年の時点では家
格や役職序列が明確になっていないところがあるため、当該時期の実態とは若干の数値の異同があるものと
思われる。また、各欄の括弧内の数字は全体に占める割合を示す。

表₁　家臣団の構成

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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自
体
は
多
い
も
の
の
）、
家
臣
（
直
臣
）
全
体
に
占
め
る
割
合
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、

武
士
身
分
の
割
合
が
他
藩
よ
り
も
低
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
武
士
身
分
内
部
の
構
成
比
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
他
藩
が
「
侍
」
と
「
徒
士
」
が
一
対
一
の
割
合
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仙

台
藩
で
は
凡
そ
「
侍
」（
＝
「
平
士
以
上
」
）
が
「
徒
士
」（
＝
「
組
士
層
」
）
の
三
～
四
倍

ほ
ど
の
人
数
で
あ
っ
た
。

（
二
）家
格
階
層
構
造

仙
台
藩
の
家
臣
た
ち
の
家
格
階
層
構
造
は
藩
祖
政
宗
か
ら
四
代
藩
主
綱
村
の
治
世
（
天

正
一
二
～
元
禄
一
六
年
〈
一
五
八
四
～
一
七
〇
三
〉
）
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
お
り
、
表
1
の
「
平
士
以
上
」
を
門
閥
と
平
士
に
分
け
て
、
門
閥
・
平
士
・
組
士
・
卒
（
凡

下
御
扶
持
人
）の
四
つ
に
大
別
す
る
の
が
通
説
的
な
理
解
で
あ
る
。
門
閥
は
さ
ら
に
一
門
・

一
家
・
準
一
家
・
一
族
・
宿
老
・
着
座
・
太
刀
上
・
召
出
（
一
番
座
召
出
・
二
番
座
召
出
）

に
分
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
家
格
階
層
構
造
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
従
来
の
研

究
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
門
閥
層
に
つ
い
て
だ
が
、
門
閥
と
い
っ
て
も
浮
沈
が
み
ら
れ
断
絶
し
た
家
も

あ
る
の
で
近
世
初
頭
か
ら
幕
末
ま
で
全
く
一
緒
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
門
～
太
刀

上
ま
で
は
概
ね
一
〇
〇
家
前
後
で
推
移
し
、
召
出
は
他
の
門
閥
諸
家
に
比
べ
時
期
に
よ

り
異
同
が
み
ら
れ
八
〇
～
九
〇
家
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
寛
政
年
間
以
降
に
成

立
し
た
藩
士
た
ち
の
家
譜
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
か
ら
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
時
点
で

の
正
確
な
家
数
を
割
り
出
し
て
み
る
と
、
一
門
＝
一
一
、一
家
＝
一
七
、
準
一
家
＝
九
、

一
族
＝
二
二
、
宿
老
＝
三
、
着
座
＝
二
九
、
太
刀
上
＝
一
〇
、
召
出
＝
八
九
（
一
番
座
＝

三
七
、二
番
座
＝
五
二
）
の
合
計
一
九
〇
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
点
で
の
門
閥
層
の
家
臣
数
（
人
頭
数
）
は
一
九
〇
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
表
1
に
み
る
家
臣
総
数
一
万
六
九
人
を
も
と
に
そ
の
割
合
を
算
出
す
れ
ば
、
約
一
・

九
％
と
な
る
。
家
臣
全
体
か
ら
み
れ
ば
実
に
微
々
た
る
数
で
あ
る
が
、
こ
の
わ
ず
か
二
％

に
も
満
た
な
い
層
に
陪
臣
の
数
も
禄
高
も
集
中
し
て
お
り
、
藩
政
を
実
際
に
動
か
す
存
在

で
も
あ
っ
た
。

次
に
、
平
士
に
つ
い
て
。
同
藩
の
武
士
身
分
（
＝
士
分
）
の
多
く
は
平
士
と
い
う
家
格

の
者
で
あ
り
、
三
千
数
百
人
の
数
に
上
っ
た
。
寛
政
一
〇
年
を
例
に
と
れ
ば
、
同
年
の
門

閥
層
は
一
九
〇
人
な
の
で
、
表
1
中
の
「
平
士
以
上
」
三
四
五
八
人
か
ら
門
閥
を
除
い
た

三
二
六
八
人
が
平
士
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
士
分
の
者
四
四
五
三
人
の
約
七
三
％
を
占

め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
は
平
士
＝
大
番
士
（
大
番
組
に
所
属
す
る
武
士
）
と

い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
未
だ
に
そ
う
理
解
し
て
い
る
論
者
も
あ
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。   14 

平
士
の
者
の
ほ
と
ん
ど
が
大
番
組
に
属
す

こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
平
士
全
員
が
大
番
士
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
番
組
は
一

番
か
ら
十
番
ま
で
の
一
〇
組
で
構
成
さ
れ
て
お
り
（
一
二
組
だ
っ
た
時
期
も
あ
る
）、
一

組
三
六
〇
人
、
合
計
三
六
〇
〇
人
が
い
た
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
実
際
は
も
っ
と

少
な
く
、
寛
政
一
〇
年
当
時
の
「
大
番
之
者
」
は
三
〇
二
四
人
で
あ
る
（
家
臣
全
体
の
約

三
〇
％
、
士
分
全
体
の
約
六
八
％
、「
平
士
以
上
」
全
体
の
約
八
七
％
）。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
全
く
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
が
、「
大
番
組
」
を
一
つ
の

基
準
と
し
て
「
大
番
組
之
格
」・「
大
番
組
以
上
」
と
呼
ば
れ
る
格
式
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。   15 

藩
の
役
列
で
も
「
大
番
組
以
上
之
列
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
序
列
は
、
①

大
番
組
御
召
出
、
②
御
膳
番
、
③
御
小
姓
組
、
④
御
右
筆
、
⑤
江
戸
番
馬
上
、
⑥
定
御
供
、

⑦
大
番
組
、
⑧
御
次
医
師
、
⑨
茶
道
頭
、
⑩
厩
頭
、
で
あ
っ
た
。   16 

つ
ま
り
、
大
番
組
に

属
す
大
番
士
で
は
な
く
と
も（
＝「
御
番
入
」し
て
い
な
い「
番
外
士
」で
あ
っ
て
も
）「
大

番
組
以
上
」
の
格
式
を
有
す
る
者
が
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
代
々
「
厩
頭
」
を
務
め

た
岩
淵
家
が
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
「
平
士
之
部
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、   17 

士
分
の
多
く
を
占
め
る
平
士
と
い
う
階
層
は
「
大
番
組
以
上
」
と
い
う
格
式

を
有
す
る
家
格
階
層
な
の
で
あ
る
。

平
士
に
つ
い
て
は
門
閥
層
の
よ
う
に
家
格
内
部
に
お
け
る
家
々
の
序
列
＝
「
家
之
列
」

は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
も
便
宜
的
に
「
禄
之
多

少
」
を
以
て
順
番
に
掲
載
し
た
よ
う
だ
が
、
家
の
由
緒
な
ど
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る

「
御
番
所
」（
仙
台
城
内
に
設
け
ら
れ
た
控
え
の
間
）
に
違
い
が
あ
っ
た
。
上
か
ら
、
①
虎

之
間
、
②
中
之
間
、
③
次
之
間
、
④
広
間
、
の
順
に
序
列
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
虎
之
間
番

士
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
「
御
番
所
」
は
平
士
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
門
閥
層
・
重
役
の
息
子
た
ち
（
次
三
男
）、
役
職
従
事
者
、
そ
し
て
、
組

士
の
一
部
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。徒
小
姓（
組
士
の
一
種
）に
採
用
さ
れ
る
と
同
時
に「
広

間
番
士
」
と
な
る
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
○
○
番
士
が
全
て
家
格
平
士
だ
と
は
い
え
な

い
。   18さ

ら
に
は
、
徒
小
姓
組
の
者
で
な
お
か
つ
大
番
組
に
も
属
す
と
い
う
者
（
「
大
番
組
之
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内
御
歩
小
姓
組
之
者
」
）
さ
え
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
そ
の
格
式
が
問

題
と
な
り
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
二
月
、「
御
徒
小
姓
組
之
内
御
番
所
有
之
者
」
は
「
大

番
組
の
席
に
て
」、「
御
番
所
無
之
御
徒
小
姓
組
一
編
の
者
」
は
「
組
付
の
席
に
て
」
御
目

見
を
仰
せ
つ
け
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
四
月
に
、
番

入
し
て
い
る
徒
小
姓
の
者
を
「
御
目
見
所
」
の
あ
る
役
職
に
任
じ
て
は
な
ら
な
い
、
大
番

組
が
務
め
る
べ
き
役
職
を
理
由
な
く
組
士
が
務
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
法
令
が
出
さ

れ
て
い
る
の
で
、
組
士
の
者
が
家
格
階
層
を
超
え
て
上
位
の
役
職
に
就
く
こ
と
は
禁
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。   19

平
士
の
下
に
位
置
す
る
の
が
組
士
・
組
付
・
組
侍
と
呼
ば
れ
る
階
層
で
あ
る
。
約

九
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が
お
り
、
家
臣
全
体
の
九
～
一
〇
％
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
。

役
列
の
「
組
付
之
列
」
に
は
、
①
御
徒
小
姓
組
、
②
御
徒
目
付
、
③
御
徒
組
、
④
御
台
所
人
、

⑤
御
茶
道
、
⑥
御
同
朋
、
⑦
御
郡
奉
行
支
配
御
番
外
・
御
給
主
役
、
⑧
御
鷹
匠
組
、
⑨
御

不
断
組
、
⑩
御
給
主
組
、
⑪
御
名
懸
組
、
⑫
出
入
司
支
配
御
番
外
、
⑬
御
掃
除
坊
主
頭
、

⑭
御
馬
乗
、と
あ
り
、「
御
伯
楽
」な
ど
を
含
め
る
史
料
も
あ
る
。   20 

こ
れ
ま
で
に「
御
番
外
」

（
＝
「
番
外
士
」
）
の
身
分
は
組
士
で
は
な
く
平
士
に
属
す
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
組
士
と
い
え
ば
「
組
付
之
列
」
に
列
挙
さ
れ
た
先
の
者

た
ち
を
指
す
こ
と
が
多
い
。   21

た
だ
し
、
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
五
月
に
は
「
御
馬
乗
・
御
伯
楽
」
の
身
分
に
つ
い

て
「
組
士
の
次
に
て
士
分
」
と
決
定
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
な
意
味
で
は
「
御
馬
乗
・
御
伯

楽
」
＝
「
組
士
」
と
は
見
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
諸
組
付
等
御
馬
乗
・
御
伯
楽
迄
侍
分
之
者
」

と
表
現
し
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
組
侍
」
の
人
数
と
「
御
茶
道
・
御
同
朋
・

御
坊
主
組
頭
共
」
の
人
数
を
分
け
て
記
載
す
る
史
料
も
あ
る
の
で
、
組
士
＝
「
組
士
之
列
」

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
者
と
単
純
に
は
い
え
な
い
。   22

す
な
わ
ち
、
藩
の
役
列
規
定
は
、
徒
小
姓
組
・
徒
組
・
鷹
匠
組
・
不
断
組
・
給
主
組
・

名
懸
組
に
属
す
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
組
侍
」
と
、
彼
ら
に
準
じ
て
士
分
扱
い
す
る
者
た
ち

の
両
方
を
同
一
の
範
疇
で
一
括
り
に
し
、「
組
付
之
列
」
と
い
う
形
で
そ
の
序
列
を
明
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
（
本
稿
で
は
「
組
士
層
」
と
表
記
）。
前
述
し
た
「
大
番
組
」
の
場
合

と
同
じ
で
、「
組
士
」
と
い
う
の
が
一
つ
の
格
式
と
化
し
て
お
り
、
仙
台
藩
で
は
こ
の
「
組

士
格
」
以
上
の
者
た
ち
が
士
分
＝
武
士
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
明
治

初
頭
に
各
藩
の
藩
士
た
ち
が
士
族
と
卒
族
に
区
別
さ
れ
た
際
、
仙
台
藩
で
は
組
士
以
上
が

士
族
と
な
り
凡
下
御
扶
持
人
が
卒
族
と
な
っ
た
。   23

ま
た
、「
御
番
外
」・「
番
外
士
」
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
組
士
よ
り
も
上
の
家
格

で
あ
る
平
士
の
な
か
に
も
大
番
士
で
は
な
い
者
た
ち
が
お
り
、
彼
ら
は
大
番
士
で
は
な
い

と
い
う
意
味
で
は
「
御
番
外
」・「
番
外
士
」
で
あ
る
。
ま
た
、
徒
組
ら
の
「
組
侍
」
は
基
本

的
に
「
組
御
免
」
さ
れ
組
士
勤
務
を
免
除
さ
れ
な
け
れ
ば
大
番
士
と
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
階
層
で
あ
り
、
彼
ら
に
準
じ
て
組
士
格
を
有
す
る
者
た
ち
も
番
入
は
せ
ず
、
し
た
が
っ

て
、組
士
層（
組
士
お
よ
び
組
士
に
準
じ
る
者
た
ち
）を
総
称
し
て「
御
番
不
入
輩
」や「
御

番
外
士
」
と
表
現
し
て
い
る
史
料
も
み
ら
れ
る
。   24

「
組
侍
」
が
組
士
と
し
て
の
勤
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
「
組
御
免
」
と
い
う
が
、
そ
の

理
由
は
様
々
で
あ
る
。
組
御
免
さ
れ
る
と
同
時
に
「
御
番
入
」
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
大
番
士

へ
と
昇
進
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
役
職
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
に
際
し
組
御
免
さ
れ

る
者
、
あ
る
い
は
、
病
気
や
老
体
の
た
め
十
分
な
奉
公
が
で
き
ず
自
ら
御
免
願
い
を
出
す

者
も
い
る
。
ま
た
、
組
士
を
外
れ
る
に
あ
た
っ
て
「
御
番
入
」
で
は
な
く
「
御
番
外
」
を
仰

せ
つ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。「
御
番
外
」・「
番
外
士
」
が
組
士
で
は
な
い
と
さ
れ
る
所

以
で
あ
る
。

た
だ
し
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
五
月
に
政
宗
の
跡
を
継
い
だ
忠
宗
が
仙
台
へ
と

下
向
し
総
家
中
が
新
藩
主
忠
宗
へ
拝
謁
す
る
際
、「
番
外
及
ヒ
組
士
」
た
ち
が
同
日
に
御

目
見
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
正
月
、
四
代
藩
主
綱
村

へ
の
年
頭
の
拝
謁
を
「
番
外
ノ
輩
・
徒
組
等
」
が
一
緒
に
行
っ
て
い
る
こ
と
、「
番
外
・
在

郷
番
外
・
組
士
」
が
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
同
じ
日
に
「
御
朱
印
」
を
賜
っ
て
い
る
こ

と
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
定
め
ら
れ
た
「
御
書
之
格
」
で
は
「
大
番
組
以
上
」
と

は
別
に「
諸
組
士
」と「
御
番
外
」が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、天
明
六
年（
一
七
八
六
）

七
月
に
「
御
番
外
侍
菊
地
市
左
衛
門
」
が
「
御
客
之
間
下
之
間
御
組
士
之
席
」
に
て
番
入
を

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
   25
な
ど
の
事
実
か
ら
判
断
す
る
に
、
番
入
し
て
お
ら
ず
「
大
番
組

以
上
」
の
格
式
も
有
し
な
い
「
御
番
外
」
は
、
徒
組
ら
「
組
侍
」
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
格
式
は
一
七
世
紀
前
半
か
ら
「
組
士
格
」
で
あ
り
、
が

故
に
一
八
世
紀
以
降
に
制
定
さ
れ
た
藩
の
役
列
規
定
上
で
も
「
組
付
之
列
」
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）給
与
形
態
と
禄
高
の
分
布
状
況

仙
台
藩
と
い
え
ば
地
方
知
行
制
を
堅
持
し
た
藩

と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
士
分
（
武
士
身
分
）
の
全

員
が
知
行
取
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
凡
下

御
扶
持
人
（
卒
身
分
）
で
あ
っ
て
も
土
地
を
給
与
さ

れ
た
者
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
家

臣
団
の
末
端
ま
で
含
め
て
知
行
取
と
俸
禄
取
（
切
米

扶
持
方
取
）
の
人
数
お
よ
び
各
自
の
禄
高
を
確
認

で
き
る
の
は
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
だ
け
で
あ

り
、『
侍
帳
』・『
御
切
米
御
扶
持
方
牒
』
を
使
っ
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か

ら
、
小
林
清
治
氏
は
家
格
平
士
以
上
の
知
行
取
数
を

一
七
〇
四
人
、
組
士
と
卒
の
知
行
取
の
合
計
数
を

一
三
三
三
人
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
佐
々
木
慶
市

氏
は
家
格
平
士
以
上
の
知
行
取
数
を
一
七
〇
〇
人

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
小
林
・
佐
々
木
両
氏

は
『
侍
帳
』
と
『
御
切
米
御
扶
持
方
牒
』
の
両
方
に
出

て
く
る
重
出
者
を
一
人
に
ま
と
め
る
作
業
を
行
っ

て
お
ら
ず
、
人
数
に
誤
り
が
み
ら
れ
、   26 
し
た
が
っ

て
、
禄
高
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
も
修
正
が
必
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
誤
り
を
正
し
、
ま
ず
各
時
代
の
知
行
取
の
人
数
を
み
て
み
る

と
、
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

寛
文
一
〇
年
時
点
で
の
知
行
取
数
は
、①「
平
士
以
上
」が
一
六
一
八
人（
「
平
士
以
上
」

全
体
の
約
五
九
％
）、
②
「
組
士
層
」
が
二
三
八
人
（
「
組
士
層
」
全
体
の
約
一
七
・
三
％
）、

③「
凡
下
御
扶
持
人
層
」が
一
二
七
九（
「
凡
下
御
扶
持
人
層
」全
体
の
約
二
五
・
六
％
）で
、

合
計
三
一
三
五
人
と
な
り
、こ
れ
は
家
臣
全
体
（
九
一
一
六
人
）
の
約
三
四
・
四
％
と
な
る
。

士
分
（
武
士
身
分
）
に
限
っ
て
み
て
み
る
と
、
知
行
取
数
は
一
八
五
六
人
と
な
り
、
士
分

全
体
（
四
一
二
一
人
）
の
約
四
五
％
と
な
る
。

つ
ま
り
、
地
方
知
行
制
で
名
高
い
仙
台
藩
で
あ
る
が
、
同
藩
の
家
臣
た
ち
全
体
の
約

六
五
％
以
上
、
同
じ
く
士
分
（
武
士
身
分
）
全
体
の
約
五
五
％
が
俸
禄
取
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。   27 

「
平
士
以
上
」
の
知
行
取
数
が
一
六
〇
〇
人
台
で
あ
る
と
い
う
状
況
は

一
八
世
紀
後
半
に
も
同
様
で
あ
り
、「
組
士
層
」
の
デ
ー
タ
が
取
れ
な
い
の
で
推
測
す
る

し
か
な
い
が
、
仙
台
藩
の
士
分
（
武
士
身
分
）
で
か
つ
知
行
取
で
あ
る
者
の
数
は
概
ね

一
八
〇
〇
人
前
後
で
推
移
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四
～
七
二
）
の
史
料
だ
と
さ
れ
て
い
る
『
金
穀
方
職
鑑
』

に
よ
れ
ば
、「
平
士
以
上
」
合
計
三
八
三
八
人
中
の
二
〇
四
七
人
が
知
行
取
で
、
切
米
扶

持
方
取
は
一
七
九
一
人
と
な
る
。
本
稿
が
利
用
し
た
『
宝
暦
五
年
七
月
迄
御
知
行
御
蔵
米

御
切
米
御
扶
持
方
並
人
数
調
』
と
『
金
穀
方
職
鑑
』
の
両
史
料
が
載
せ
て
い
る
数
値
に
時

期
的
な
ズ
レ
が
あ
り
、
知
行
取
数
が
増
減
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
家
臣
た
ち
の
禄
高
に
つ
い
て
そ
の
分
布
状
況
を
み
て
み
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
佐
々
木
氏
が
寛
文
一
〇
年
時
点
で
の
「
侍
」（
＝
本
稿
の
「
平
士
以
上
」
）
の
知
行
取

一
七
〇
〇
人
分
の
禄
高
を
集
計
し
分
布
状
況
を
表
化
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
訂
正
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
渡
辺
信
夫
氏
が
『
御
知
行
被
下
置
御
帳
』
を
も
と
に

「
侍
衆
」
以
上
の
者
た
ち
（
本
稿
の
「
平
士
以
上
」
＋
「
組
士
層
」
の
者
た
ち
）
一
八
一
八
人

分
の
禄
高
に
つ
い
て
整
理
し
延
宝
四
～
八
年
（
一
六
七
六
～
八
〇
）
頃
の
様
子
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
知
行
取
内
部
の
分
布
状
況
を
示
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
士
分
（
武
士
身
分
）
に
限
定
し
て
考
え
た
と
し
て
も
知
行

取
の
数
自
体
が
半
分
以
下
で
あ
る
の
で
、
こ
の
集
計
結
果
だ
け
で
は
武
士
身
分
の
者
た
ち

全
体
の
様
相
は
全
く
つ
か
め
な
い
。

仙
台
藩
で
は
家
臣
た
ち
の
知
行
高
は
貫
文
で
表
示
さ
れ
て
お
り
、
一
貫
文
＝
一
〇
石
と

い
う
換
算
が
可
能
で
あ
る
。
禄
を
現
金
で
支
給
す
る
「
切
米
」
や
現
米
で
支
給
す
る
「
扶

持
方
」
に
つ
い
て
も
石
高
に
直
す
換
算
値
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
知
行
取
だ
け

で
は
な
く
俸
禄
取
（
切
米
扶
持
方
取
）
も
含
め
て
寛
文
一
〇
年
時
点
で
の
家
臣
た
ち
の
禄

高
を
石
高
に
換
算
し
集
計
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
に
は
、「
組
士
層
」
や
「
凡
下

御
扶
持
人
層
」
に
つ
い
て
は
全
員
の
禄
高
を
個
々
別
々
に
把
握
で
き
な
い
た
め
、
俸
禄
取

も
含
め
た
全
員
の
禄
高
の
分
布
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
平
士
以
上
」
だ
け
で

あ
る
。「
平
士
以
上
」
に
つ
い
て
は
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
の
様
子
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
た
の
が
表
3
と
表
4
で
あ
る
。

仙
台
藩
の
家
格
階
層
構
造
か
ら
す
れ
ば
上
位
約
三
〇
～
三
六
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な

い
上
層
の
武
士
身
分
の
者
た
ち
、
そ
れ
が
「
平
士
以
上
」
で
あ
っ
た
が
（
前
掲
表
１
参
照
）、

時　　期 平士以上 組士層 凡下御扶持人層
寛文10年（1670）
　→知行取の総数（3,135）は、　
　　家臣総数（9,116）の34.4％

1,618 238 1,279

延宝4-8年（1676-80） 1,818 －
宝暦 - 明和年間（1751-72）頃 1,641 － －
※『寛文十年侍帳』、渡辺信夫「第三章　政宗の政治」162頁の表107、『宝暦五年七月迄御知

行御蔵米御切米御扶持方並人数調』、および、前掲表₁より作成。なお、「－」は不明を示す。

表₂　知行取の人数
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彼
ら
の
禄
高
を
集
計
し
て

み
る
と
、
驚
く
べ
き
こ

と
に
、
禄
高
一
〇
〇
石

以
上
と
い
う
の
は
「
平
士

以
上
」
全
体
の
約
三
六
％

前
後
に
過
ぎ
ず
、
残
り

の
約
六
四
％
前
後
が
禄

高
一
〇
〇
石
未
満
の
者

た
ち
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
   28 

一
七
世
紀
後

半
と
一
九
世
紀
前
半
に

み
ら
れ
た
こ
う
し
た
傾

向
は
一
八
世
紀
後
半
も

同
様
で
あ
り
、
宝
暦
～

明
和
年
間
（
一
七
五
一
～

七
二
）
頃
の
禄
高
一
〇
〇

石
以
上
の
者
は
「
平
士
以

上
」
全
体
（
三
五
九
〇
人
）

の
約
三
二
・
一
％
（
一
一
五
二
人
）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に

は
「
平
士
以
上
」
全
体
（
三
四
五
八
人
）
の
約
三
四
・
三
％
に
あ
た
る
一
一
八
五
人
が
禄
高

一
〇
〇
石
以
上
で
あ
っ
た
が
、
う
ち
門
閥
層
（
門
閥
層
三
家
は
百
石
未
満
）
が
一
八
七
人

含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
家
格
平
士
の
み
で
考
え
れ
ば
九
九
八
人
と
な
る
。
当
時
の
平
士
は

全
部
で
三
二
六
八
人
い
た
の
で
禄
高
一
〇
〇
石
以
上
の
平
士
と
い
う
の
は
平
士
全
体
の
約

三
〇
・
五
％
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
家
格
平
士
の
な
か
で
凡
そ
一
〇
人

に
三
人
し
か
一
〇
〇
石
以
上
の
者
が
お
ら
ず
、
残
り
の
七
人
は
一
〇
〇
石
未
満
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
知
行
取
の
禄
高
を
集
計
し
た
だ
け
で
は
見
え
て

こ
な
い
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
平
成
に
入
り
刊
行
が
ス
タ
ー
ト
し
た
最
新
の
『
仙
台
市
史
』
で
は
便
宜
的
に

禄
高
一
〇
〇
石
を
境
に
中
級
家
臣
と
下
級
家
臣
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
仙
台
藩
に
お
け
る

中
級
家
臣
の
事
例
と
し
て
、禄
高
一
八
五
石
の
浜
田
家
、二
五
〇
石
の
河
田
家
、一
五
〇
石
・

五
人
扶
持
（
五
人
扶
持
は
石

高
換
算
で
二
二
・
五
石
な
の

で
合
計
一
七
二
・
五
石
）
の

玉
虫
家
と
い
っ
た
家
々
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
、
当
時
の
藩
当
局
も
「
諸

給
人
」（
知
行
取
）
の
な
か

で
「
百
石
已
下
」
の
者
た
ち

を
「
小
進
之
族
」
と
捉
え
て

お
り
、   29 

禄
高
二
〇
〇
石

前
後
の
知
行
取
は
知
行
取

内
部
で
は
「
中
級
」
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
が
同
藩
の
武

士
身
分
の
半
分
以
上
が
俸

禄
取
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
、「
平
士
以
上
」
と
い
う

階
層
で
あ
っ
て
も
禄
高
が

一
〇
〇
石
を
超
え
る
者
は
一
〇
人
に
三
～
四
人
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
浜

田
・
河
田
・
玉
虫
の
如
き
家
々
は
決
し
て
「
中
級
」
で
は
な
く
、「
平
士
以
上
」
の
お
よ
そ

上
位
三
分
の
一
、
家
格
平
士
の
上
位
三
分
の
一
に
入
る
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
に
お
け
る
禄
高
の
身
分
的
上
層
へ
の
偏
り
は
想
像
す
る
以
上
に
著

し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
成
っ
た
禄
高
一
〇
〇
石
以

上
の
藩
士
た
ち
の
家
譜
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
つ
い
て
も
、
選
ば
れ
た
家
だ
け
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
の
研
究
も
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
家
々
を
取
り
上
げ
仙
台
藩
の
武
家
社
会
に
つ

い
て
語
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
家
譜
に
載
ら
な
い
家
、
知
行
を
拝
領
し
て

い
な
い
家
、
禄
高
が
一
〇
〇
石
に
満
た
な
い
家
、
そ
う
い
っ
た
者
た
ち
が
家
臣
団
の
大
半

を
占
め
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

表₃　「平士以上」の禄高分布（寛文10年〈1670〉）

 表₄　「平士以上」の禄高分布（文化10年〈1813〉）

禄　　高 人　数 割　合① 割　合②
10,000石以上 10 0.36％

36.3％
（995人）

1,000石以上10,000石未満 60 2.19％
500石以上1,000石未満 110 4.01％

300石以上500石未満 276 10.07％
200石以上300石未満 173 6.31％
100石以上200石未満 366 13.35％
50石以上100石未満 549 20.02％

63.7％
（1,747人）

30石以上50石未満 552 20.13％
30石未満 646 23.56％

合　　計 2,742 100％ 100％
※『寛文十年侍帳』・『寛文十年御切米御扶持方牒』、「御切米御扶持高直高割」（『藩

臣須知』38頁）より作成。なお、「割合②」は禄高100石以上・未満で区切った場
合の「平士以上」全体（2,742人）に占める割合。なお、切米扶持方も石高に直し
て計算。

禄　　高 人　数 割　合① 割　合②
10,000石以上 8 0.24％

35.5％
（1,207人）

1,000石以上10,000石未満 69 2.03％
500石以上1,000石未満 123 3.62％

300石以上500石未満 256 7.53％
200石以上300石未満 167 4.91％
100石以上200石未満 584 17.18％
50石以上100石未満 775 22.79％

64.5％
（2,193人）

30石以上50石未満 826 24.29％
30石未満 592 17.41％

合　　計 3,400 100％ 100％
※『源貞氏耳袋』二巻 -154頁より作成。なお、総数3,400人のなかには実際には知行

取ではなく切米扶持方取も含まれていたと考えられるが、史料上では全て石高
に直して記してある。

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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二
、「
士
」

（
一
）定
ま
る「
諸
士
の
格
式
」

近
世
は
兵
農
分
離
の
社
会
で
あ
り
、
地
方
知
行
制
を
と
る
仙
台
藩
で
も
兵
農
分
離
が
貫

徹
し
て
い
た
と
す
る
の
が
近
年
の
通
説
的
な
理
解
で
あ
る
が
、
同
藩
の
場
合
、
例
え
ば
、

兵
と
農
を
分
か
つ
「
居
住
区
分
離
」   30
の
、
理
念
と
し
て
で
は
な
く
実
態
が
ど
う
だ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
苗
字
帯
刀
に
代
表
さ
れ
る
武

士
身
分
の
表
象
も
、
彼
ら
の
格
式
も
、
仙
台
藩
政
の
開
始
当
初
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
社
会
の
兵
農
分
離
状
態
を
は
か
る
指
標
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
居
住
区
分
離
」

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う

な
巨
大
な
家
臣
団
を
持
つ
仙
台
藩
伊
達
家
に
あ
っ
て
、
武
士
た
ち
の
格
式
が
定
ま
り
、
凡

下
一
般
と
は
異
な
る
武
士
身
分
の
表
象
が
定
ま
っ
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た

い
。さ

て
、
菅
野
正
道
氏
の
近
業
に
よ
れ
ば
、   31 

奥
羽
仕
置
以
降
、
伊
達
氏
の
居
城
が
米

沢
か
ら
岩
出
山
、
そ
し
て
仙
台
へ
と
移
る
に
際
し
て
、
米
沢
城
下
の
都
市
民
の
多
く
が
伊

達
氏
と
行
動
を
共
に
し
て
お
り
、
仙
台
城
下
町
の
な
か
で
も
町
人
地
の
中
心
を
な
す
六
つ

の
町
（
大
町
・
肴
町
・
南
町
・
立
町
・
柳
町
・
荒
町
）
も
伊
達
政
宗
に
付
き
従
っ
て
米
沢

か
ら
移
動
し
て
き
た
人
び
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
「
御
譜
代
町
」
の
住

人
た
ち
は
、
米
沢
時
代
に
商
工
業
を
生
業
と
し
な
が
ら
も
実
は
伊
達
氏
の
家
臣
と
し
て
の

側
面
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
た
系
譜
に
記
さ
れ
て
い
る

彼
ら
の
先
祖
が
伊
達
氏
に
従
っ
て
軍
陣
に
参
加
し
た
と
す
る
記
録
は
事
実
で
あ
り
、ま
た
、

米
沢
時
代
の
町
衆
が
政
宗
の
直
属
部
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
天
正
年
間

（
一
五
七
三
～
九
二
）
の
末
頃
の
記
録
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。

確
か
に
百
姓
・
町
人
ら
が
伊
達
の
軍
勢
に
従
軍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
史
料
は
『
伊

達
家
文
書
』
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
い
わ
ゆ
る
東
北

の
関
ヶ
原
合
戦
に
あ
た
っ
て
上
杉
氏
と
対
峙
す
る
最
上
勢
へ
の
加
勢
と
し
て
派
遣
さ
れ

た
伊
達
の
軍
勢
の
な
か
に
「
検
断
」
や
「
肝
入
衆
」
の
名
前
が
あ
り
、「
百
姓
馬
上
」
も
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。   32 

ま
た
、
後
世
の
編
纂
史
料
で
は
あ
る
が
、『
片
倉
代
々
記
』
に
は
、

豊
臣
秀
吉
死
後
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
な
か
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
四
月
に
伏
見
滞
在

中
の
片
倉
景
綱
が
自
領
亘
理
の
留
主
居
へ
与
え
た
「
馬
上
組
人
数
定
書
」
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、「
馬
上
」・「
鉄
砲
」・「
弓
」・「
槍
」
の
構
成
を
記
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
な
条
々

を
記
し
て
い
る
。   33

（
前
略
）

一
書
付
の
と
お
り
へ
申
候
、
近
年
か
ち
成
共
馬
の
し
た
く
申
、
の
り
可
申
候
、
な
ら
さ

る
も
の
ハ
わ
か
き
ハ
て
つ
ほ
う
そ
の
ほ
か
ゑ
と
う
く
た
る
へ
く
候
事

一
町
人
百
姓
ま
て
も
、
ぬ
き
ん
て
て
ほ
う
こ
う
心
か
け
、
馬
な
と
に
の
り
候
ハ
な
お
〳

〵
か
た
し
け
な
か
る
へ
く
候
、
の
こ
る
わ
か
き
も
の
共
ハ
て
ま
へ
の
て
つ
ほ
う
も

ち
い
て
候
ハ
、
馬
の
り
と
う
せ
ん
の
ほ
う
こ
う
た
る
へ
く
候
事

一
む
か
し
の
お
ほ
へ
の
ち
か
い
不
申
候
や
う
ニ
、
も
し
打
い
た
し
候
事
候
ハ
ヽ
、
め
ん

〳
〵
こ
ゝ
ろ
つ
け
て
か
た
く
そ
な
へ
も
ち
申
候
へ
く
候
、
も
れ
候
ハ
ヽ
惣
た
ん
こ

う
ニ
て
た
れ
に
よ
ら
す
せ
い
は
い
を
以
申
へ
く
候
、
以
上

　
　
　
　

卯
月
二
日

　
　
　

本
澤
徳
松
丸
殿

　
　
　

片
平
豊
前
守
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
綱

　
　
　

松
岡
太
郎
左
衛
門
殿

こ
れ
は
、「
天
下
の
変
」
を
予
め
感
じ
取
っ
た
景
綱
が
日
ご
ろ
か
ら
「
武
備
」
を
嗜
む
よ

う
命
じ
た
も
の
で
、
家
中
に
対
し
て
は
、「
か
ち
」（
徒
）
で
あ
っ
て
も
「
馬
の
し
た
く
」

を
し
て
馬
に
乗
り
、
あ
る
い
は
鉄
砲
そ
の
ほ
か
の
武
器
を
準
備
し
、「
町
人
百
姓
」
ま
で

が
抜
き
ん
出
た
奉
公
を
心
が
け
、
彼
ら
に
対
し
て
は
馬
上
の
奉
公
を
も
奨
励
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
先
の
御
譜
代
町
の
町
衆
同
様
の
奉
公
を
片
倉
領
内
で
も
求
め
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

つ
ま
り
は
、
こ
の
時
代
ま
で
は
馬
上
の
奉
公
を
す
る
百
姓
・
町
人
を
政
宗
や
そ
の
右
腕

た
る
片
倉
小
十
郎
景
綱
自
身
が
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
近
年
、

中
近
世
以
降
期
の
研
究
で
注
目
さ
て
い
る
土
豪
や
村
の
侍
   34
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
容

易
に
推
測
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
仙
台
藩
領
で
あ
る
伊
具
郡
耕
野
村
・
川
張
村
・
大
蔵
村

に
は
「
馬
上
拾
壱
騎
外
鉄
炮
百
五
十
人
」
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
の
子
孫
が
住
ん
で
い
た
が
、

彼
ら
の
先
祖
も
、
政
宗
が
上
杉
の
城
で
あ
っ
た
白
石
城
を
攻
め
る
際
に
「
御
軍
勢
不
足
ニ

付
御
味
方
仕
候
様
」
に
命
じ
ら
れ
、「
馬
上
拾
壱
騎
、
鑓
鉄
炮
之
者
共
百
五
十
人
」
で
参
陣

し
た
と
い
う
由
緒
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
合
戦
に
お
け
る
「
無
比
類
」
き
軍
功

に
よ
っ
て
、「
百
姓
ニ
ハ
候
得
共
右
三
ヶ
村
之
者
共
ニ
限
り
苗
字
帯
刀
御
免
被
成
下
、
馬

宮城教育大学紀要　第51巻　2016
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上
之
者
ハ
常
式
共
ニ
馬
上
御
免
被
成
下
候
上
、
御
年
貢
高
壱
貫
文
替
金
七
切
御
素
年
貢
を

以
上
納
仕
、
永
代
御
蔵
入
被
成
下
旨
」
を
政
宗
が
直
々
に
約
束
し
た
の
だ
い
い
、   35 

そ
こ

に
御
譜
代
町
町
人
の
先
祖
と
同
様
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
伊
具
郡
の
三
つ
の
村
が
主
張
す
る
苗
字
帯
刀
の
特
権
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
仙
台

藩
領
内
で
い
つ
か
ら
苗
字
帯
刀
が
禁
止
さ
れ
た
の
か
、
実
は
そ
の
正
確
な
年
次
は
判
明
し

て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
仙
台
藩
に
お
け
る
百
姓
・
町
人
の
苗
字
公
称
は
貞
享

元
年
（
一
六
八
四
）
以
前
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
禁
止
さ
れ

た
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
帯
刀
に
関
し
て
は
、
町
人
一
般
へ

の
帯
刀
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
の
が
寛
文
八
年
で
、百
姓
へ
の
そ
れ
は
や
や
遅
れ
て
出
さ
れ
、

大
肝
入
以
外
の
帯
刀
を
禁
じ
た
貞
享
元
年
の
法
令
が
最
も
早
い
と
さ
れ
て
い
る
。   36

こ
の
苗
字
帯
刀
を
禁
じ
始
め
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
お
い
て
若
干
の
考
察
を
試

み
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
三
）
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、   37 

そ
の
根
拠
と
し

て
引
用
し
た
の
が
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
三
月
に
伊
具
郡
西
根
耕
野
村
の
肝
入
伝
六
が

提
出
し
た
「
代
数
有
之
御
百
姓
書
出
」
で
あ
る
。   38 
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
の
内
容
を

述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

伝
六
の
書
出
に
よ
れ
ば
、
往
古
よ
り
こ
の
地
に
住
む
同
家
は
藩
祖
政
宗
期
に
軍
功
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
鑓
鉄
炮
之
者
百
五
十
人
之
内
」
の
一
つ
で
、
先
祖
小
野
出
雲
、
二
代

小
野
采
女
、
三
代
小
野
出
雲
、
四
代
小
野
主
計
、
五
代
小
野
但
馬
と
、
苗
字
を
名
乗
り
、

か
つ
、
古
代
律
令
制
下
の
官
途
・
受
領
名
に
由
来
す
る
「
官
名
」・「
受
領
名
」
を
称
す
存

在
で
あ
っ
て
、
刀
も
差
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、「
寛
文
年
中
御
分
領
中
苗
字
帯
刀
官
名

被
相
留
」と
い
う
こ
と
が
あ
り
、そ
れ
以
降「
帯
刀
不
仕
苗
字
も
相
名
乗
不
申
」よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
同
家
で
は
、
六
代
与
惣
次
、
七
代
惣
兵
衛
、
八
代
惣
兵

衛
、
九
代
孫
十
郎
、
一
〇
代
惣
兵
衛
、
一
一
代
庄
之
丞
、
一
二
代
伝
之
丞
、
一
三
代
伝
六

と
名
乗
り
、
か
つ
て
の
歴
代
当
主
が
名
乗
っ
て
来
た
「
官
名
」・「
受
領
名
」
を
も
諦
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
寛
文
年
間
と
い
え
ば
、
大
名
家
の
家
臣
名
か
ら
下
司
が
消
え
て
い
く
時
期
に
あ

た
っ
て
お
り
、   39 

仙
台
藩
で
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
を
境
に
大
身
家
臣
で
あ
っ
て
も

彼
ら
の
名
前
に
受
領
名
の
「
守
」
の
字
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
伝
六
の
書
出
の
内
容

は
あ
な
が
ち
誤
り
だ
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
池
上
裕
子
氏
に
よ
れ
ば
、
近
江
国
栗
太

郡
小
田
原
村
の
「
侍
分
」（
＝
「
す
ね
ふ
り
三
家
」
）
が
戦
国
期
の
被
官
化
に
よ
っ
て
得
た

特
権
を
村
の
な
か
で
否
定
さ
れ
始
め
る
時
期
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
り
、   40 

特
権
を
否

定
さ
れ
る
相
手
が
異
な
る
も
の
の
、
先
の
「
馬
上
拾
壱
騎
外
鉄
炮
百
五
十
人
」
の
子
孫
た

ち
が
得
て
い
た
諸
役
免
除
の
特
権
が
藩
の
役
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
も
「
肯

山
様
御
代
始　

公
義
御
目
付
様
御
下
向
之
節
」（
＝
四
代
藩
主
綱
村
の
幼
少
期
）
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
時
期
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
仙
台
藩
の
大
番
士
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
だ

と
さ
れ
て
い
る
『
老
人
伝
聞
記
』
に
は
、
戦
国
の
様
子
に
つ
い
て
「
其
頃
は
凡
下
も
疲
れ

申
候
得
ば
、
馬
上
の
由
、
但
、
凡
下
の
馬
具
は
、
三
蓋
に
総
な
く
鞍
に
海
演
な
し
、
法
師

も
用
候
に
付
坊
主
鞍
と
申
候
」
と
あ
り
、ま
た
、「
寛
文
以
後
諸
士
の
格
式
屹
度
被
相
定
候
、

此
よ
り
御
制
禁
に
相
成
、
馬
上
不
致
由
」
と
あ
る
。   41

法
令
の
よ
う
な
明
確
な
史
料
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、『
老

人
伝
聞
記
』
が
記
す
よ
う
に
寛
文
年
間
を
画
期
に
「
苗
字
帯
刀
」
や
「
馬
上
」
に
代
表
さ
れ

る
「
諸
士
の
格
式
」
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
「
馬
上
」
の
凡
下
が
い
な
く
な
り
、
武
士
身
分
の

格
式
・
表
象
が
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
戦
国
末
期
か
ら
一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
か
け
て
武
士
身
分
の
表
象
が
形
づ

く
ら
れ
て
く
る
様
子
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
七
世
紀
に
仙
台
藩
領
と
な

る
地
域
は
、
元
来
、
多
く
の
大
名
家
や
国
人
領
主
ら
が
跋
扈
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
豊

臣
・
徳
川
両
政
権
下
で
近
世
大
名
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
く
仙
台
藩
伊
達
家
は
自
家
の
領

地
に
そ
う
し
た
地
域
を
抱
え
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
伊
達
家
で
は
、
例
え
ば
、
土
佐

山
内
家
の
慶
長
郷
士
   42
の
よ
う
な
形
で
自
家
と
鎬
を
削
っ
た
戦
国
大
名
の
遺
臣
た
ち
を
士

格
に
取
り
立
て
「
郷
士
」
と
い
う
称
号
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
旧
武

士
層
や
戦
国
期
以
来
の
由
緒
を
持
つ
百
姓
・
町
人
を
大
肝
入
・
肝
入
や
検
断
な
ど
に
登
用

し
在
地
支
配
を
進
め
て
い
く
。

も
と
も
と
武
士
の
家
柄
で
あ
っ
た
り
、
政
宗
に
従
い
軍
功
を
挙
げ
た
よ
う
な
由
緒
正
し

き
御
百
姓
の
子
孫
で
あ
っ
た
彼
ら
の
中
に
は
、苗
字
を
名
乗
り
、刀
を
差
し
、「
官
名
」・「
受

領
名
」
を
名
乗
る
者
た
ち
が
各
地
に
散
在
し
て
い
た
。
藩
は
彼
ら
を
積
極
的
に
在
地
支
配

に
利
用
す
る
と
と
も
に
、一
七
世
紀
後
半
以
降
、彼
ら
か
ら
苗
字
を
奪
い
、刀
を
奪
い
、「
官

名
」・「
受
領
名
」
を
奪
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
被
支
配
者
身
分
た
る
凡
下
の
体
を
強
制

し
て
い
く
身
分
規
制
を
敷
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
遅
く
と
も
一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
は
、
藩
領
域
に
住
む
人
間
全
て
を
士
と
凡

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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下
に
区
分
す
る
身
分
規
定
を
整
え
、
支
配
者
身
分
た
る
士
身
分
の
表
象
と
し
て
苗
字
帯
刀

を
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
も
は
や
凡
下
身
分
の
勝
手
な
苗
字
帯
刀

や
馬
上
は
許
さ
れ
ず
、
一
方
で
、
藩
は
、
何
ら
か
の
功
績
を
上
げ
た
凡
下
に
の
み
苗
字
を

許
し
、
刀
を
帯
び
る
権
利
を
与
え
、
馬
に
乗
る
こ
と
を
許
し
、
褒
賞
と
し
て
利
用
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）士
の
浪
人
、
凡
下
の
浪
人

仙
台
藩
の
士
・
凡
下
規
定
の
概
要
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
扱
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

本
稿
に
関
わ
る
浪
人
の
問
題
に
絞
っ
て
補
足
し
て
お
く
。

の
ち
に
仙
台
藩
領
と
な
る
地
域
は
多
く
の
戦
国
大
名
・
国
人
領
主
ら
が
ひ
し
め
い
て
い

た
地
域
で
あ
る
が
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
奥
羽
仕
置
に
よ
っ

て
中
世
以
来
の
由
緒
を
持
つ
名
門
の
葛
西
・
大
崎
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
が
取
り
潰
さ

れ
、
そ
の
旧
臣
た
ち
は
生
き
る
道
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
発
生
し
た
浪
人

た
ち
は
、
伊
達
の
家
臣
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
る
者
、
仙
台
藩
の
在
地
支
配
の
末
端
を
担

う
村
役
人
に
な
っ
て
い
く
者
、
帰
農
し
同
藩
の
百
姓
と
な
る
者
、
あ
る
い
は
、
他
家
へ
と

仕
官
す
る
者
と
い
っ
た
具
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。   43

こ
こ
ま
で
は
普
通
に
み
ら
れ
る
現
象
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

る
が
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
ら
転
身
を
遂
げ
た
者
た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
数
代

に
わ
た
っ
て
浪
人
の
ま
ま
居
続
け
る
者
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例

は
、
安
永
年
間
に
（
一
七
七
二
～
八
一
）
に
仙
台
藩
が
編
纂
し
た
『
風
土
記
御
用
書
出
』
の

「
代
数
有
之
御
百
姓
書
出
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。   44

こ
う
し
た
存
在
を
仙
台
藩
で
は
「
浪
人
者
ニ
而
も
侍
相
立
居
候
者
」
と
呼
ん
で
お
り
、

「
侍
相
立
居
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、「
曾
祖
父
代
よ
り
就
親
類
」
て

身
を
寄
せ
「
役
介
相
受
、
無
足
に
て
罷
在
」
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
書

出
に
よ
れ
ば
寛
永
の
領
内
総
検
地
に
際
し
て
も
名
請
け
せ
ず
に
浪
人
の
ま
ま
の
状
態
を

保
っ
て
い
る
者
が
お
り
、
一
八
世
紀
も
末
の
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
ま
で
浪
人
状
態
で

あ
っ
た
「
大
崎
浪
人
氏
家
久
蔵
」
の
よ
う
な
者
ま
で
確
認
で
き
る
が
、
彼
ら
の
身
分
的
な

取
り
扱
い
は
凡
下
で
は
な
く
士
分
、
す
な
わ
ち
、
武
士
身
分
扱
い
で
あ
っ
た
。
久
蔵
に
つ

い
て
も
評
定
所
で
の
扱
い
は
「
大
番
組
以
下
凡
而
士
分
御
取
扱
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
領
内
各
地
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
浪
人
た
ち
は
一
八
世
紀
に
入
り
「
浪
人

帳
」へ
の
記
載
方
法
が
整
え
ら
れ「
士
浪
人
」と「
凡
下
浪
人
」に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
く
が
、

こ
の
数
代
に
わ
た
る
浪
人
た
ち
は
「
侍
浪
人
之
部
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
彼
ら
と
は
違
い
、
凡
下
扱
い
さ
れ
て
い
る
浪
人
も
い
る
。
そ
れ
は
、
犯
罪
を
犯

し
て
凡
下
に
落
と
さ
れ
た
者
、
改
易
に
値
す
る
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
者
、
出
奔
と
い
っ
た

重
罪
を
犯
し
た
者
、「
侍
を
相
止
凡
下
之
身
持
ニ
成
」
っ
た
者
、
そ
し
て
、
陪
臣
た
ち
の

う
ち
浪
人
と
な
っ
た
者
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
侍
を
相
止
凡
下
之
身
持
ニ
成
」
っ
た
者

と
は
、「
渡
世
の
営
」・「
医
業
或
ハ
凡
下
之
営
」
を
し
て
い
る
よ
う
な
者
を
指
す
。   45 

江

戸
時
代
の
仙
台
藩
に
は
「
士
」
の
浪
人
と
「
凡
下
」
の
浪
人
が
い
た
の
で
あ
る
。

三
、「
凡
下
御
扶
持
人
」

（
一
）凡
下
御
扶
持
人
の
序
列
化

こ
こ
で
、
武
士
身
分
の
問
題
か
ら
離
れ
る
が
、
卒
身
分
（
凡
下
御
扶
持
人
）
に
つ
い
て

押
さ
え
て
お
く
。「
凡
下
御
扶
持
人
」
と
は
「
侍
分
ニ
無
之
御
扶
持
人
」
の
こ
と
、
す
な
わ

ち
、士
分（
武
士
身
分
）で
は
な
い「
御
扶
持
人
」の
こ
と
を
指
し
、「
組
士
層
」の
下
に
あ
っ

て
家
臣
団
の
最
下
層

を
な
す
者
た
ち
の
こ

と
で
あ
る
。
彼
ら
は

五
千
人
規
模
で
存
在

し
て
い
る
の
で
、
家

臣
全
体
の
半
分
以
上

を
占
め
て
い
た
こ
と

に
な
る
（
表
1
参
照
）。

藩
の
役
列
規
定
に

は
表
5
に
ま
と
め
た

よ
う
な
「
凡
下
御
扶
持

人
列
」
が
み
ら
れ
、
ど

の
よ
う
な
者
た
ち
が

「
凡
下
御
扶
持
人
」
と

し
て
把
握
さ
れ
、
そ

₁　御乱舞
₂　御籏元足軽
₃　組抜
₄　組抜並
₅　組抜格
₆　御坊主
₇　御次御料理人
₈　御足軽
₉　御小人
10　御作事方足軽
11　御餌指
12　在郷御足軽
13　御本丸御足軽
14　御町同心
15　諸役所え被指置候足軽

16　御蔵守
17　御杉林守
18　御路地ノ者
19　諸職人
20　在々大肝入
21　同検断
22　御酒屋
23　御口取
24　御坐舟舟頭
25　御駕籠頭
26　三階屋
27　御紙漉
28　御城下町々検断
29　御郡方勤候者
30　目明ノ者

※『扣〈乗輿留〉』（宮城県図書館所蔵〈KM318.1- ヒ１〉）より作成。
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の
序
列
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に

家
臣
団
の
末
端
ま
で
序
列
化
が
図
ら
れ
る
の
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
凡
下
御
扶
持
人
の
中
身
と
そ
の
序
列
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
享

保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
五
月
三
日
、
奉
行
亘
理
石
見
か
ら
町
奉
行
大
浪
太
兵
衛
と
評
定

所
役
人
福
井
善
右
衛
門
へ
次
の
よ
う
な
回
答
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。   46

一
、
士
以
下
凡
下
御
扶
持
人
の
分
、
何
々
に
候
哉

右
之
次
第
の
義
被
申
聞
、
卯
の
日
餅
頂
戴
の
節
抔
は
左
の
通
、
其
外
凡
下
御
扶

持
人
に
は
次
第
列
と
申
義
相
分
可
申
様
無
之
候
事

御
籏
元
足
軽
、
御
足
軽
・
御
小
人
組
抜
、
御
足
軽
、
御
小
人
、
諸
職
人
、
御

路
地
の
者
、
御
馬
口
取
、
御
駕
籠
の
者
、
以
上

尚
以
、
飼
料
役
之
者
、
苗
字
名
乗
候
者
も
有
之
候
得
共
、
畢
竟
御
口
取
之

銘
に
有
之
候
間
、
其
心
得
可
被
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

享
保
十
四
年
五
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
見

　
　
　
　
　
　
　
　

大
浪
太
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
善
右
衛
門
殿

仙
台
藩
の
士
・
凡
下
規
定
は
領
内
に
住
む
人
び
と
全
員
に
適
用
さ
れ
た
身
分
規
定
で
あ

り
、
個
々
人
の
身
分
を
士
と
凡
下
に
二
分
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
士
凡
の
違
い
を
明
瞭

に
表
す
の
が
評
定
所
で
の
取
り
扱
い
と
適
用
さ
れ
る
刑
罰
体
系
の
違
い
で
あ
っ
た
。   47 

評

定
所
に
常
勤
す
る
町
奉
行
や
評
定
所
役
人
は
藩
の
身
分
関
係
の
事
案
を
扱
う
立
場
に
あ
っ

た
が
、
そ
の
彼
ら
で
さ
え
一
八
世
紀
前
半
の
享
保
一
四
年
時
点
で
は
「
凡
下
御
扶
持
人
」

が
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
序
列
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
詳

細
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
奉
行
か
ら
の
指
示
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
奉
行
の
亘
理
は
藩
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
「
卯
の
日
」
の
祝
い
   48
に
お
い
て

具
足
餅
を
下
賜
す
る
際
の
様
子
を
述
べ
回
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
亘
理
も
「
卯
の
日
」
以

外
で
の
序
列
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

仙
台
藩
で
は
二
代
藩
主
忠
宗
期
頃
か
ら
官
僚
機
構
の
整
備
が
本
格
化
し
各
役
職
間
の

序
列
も
出
来
上
が
っ
て
い
く
が
、
忠
宗
の
孫
に
あ
た
る
四
代
綱
村
は
、
家
格
制
を
再
編
・

整
備
し
役
職
の
支
配
系
列
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
仙
台
城
二
の
丸
の
改
築
過
程
に
お
け

る
城
中
詰
所
や
拝
謁
場
所
の
指
定
を
通
し
て
家
臣
相
互
の
身
分
的
序
列
化
を
押
し
進
め
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
続
く
五
代
吉
村
期
の
享
保
一
三
年
に
な
り
「
御
役
列
」
が
定
め
ら
れ
、

家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
役
職
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
を
統
合
・
整
理
し
た
序
列
が
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
役
列
規
定
は
、「
組
付
之
列
」（
＝
組
士
層
の
序
列
）
ま

で
し
か
明
示
し
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
は
、
士
分
（
武
士
身
分
）
相
互
の
序
列
し
か
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。   49 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
翌
年
に
な
り
身
分
関
係
を
扱
う
部
署
か

ら
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
「
凡
下
御
扶
持
人
」
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
「
凡
下
御
扶
持
人
」
と
し
て
把
握

さ
れ
て
い
た
の
は
「
御
籏
元
足
軽
、
御
足
軽
・
御
小
人
組
抜
、
御
足
軽
、
御
小
人
、
諸
職
人
、

御
路
地
の
者
、
御
馬
口
取
、
御
駕
籠
の
者
」
で
あ
り
、
表
5
に
あ
る
よ
う
な
大
肝
入
や
城

下
町
の
検
断
な
ど
は
入
っ
て
お
ら
ず
、「
卯
の
日
」
以
外
の
凡
下
御
扶
持
人
同
士
の
序
列

も
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
下
級
役
人
や
凡
下
御
扶
持
人
、
大
肝
入
・
肝
入
・
検

断
な
ど
の
序
列
は
一
八
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
は
っ
き
り
と
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
寛
延

三
年
（
一
七
五
〇
）
の
九
月
末
に
奉
行
葦
名
豊
前
か
ら
次
の
よ
う
な
文
書
が
出
入
司
小
嶋

典
膳
へ
と
出
さ
れ
、翌
月
に
か
け
て
、初
め
て
彼
ら
の「
列
之
儀
」が
吟
味
さ
れ
る
の
で
あ
っ

た
。   50

　
　
　
　

小
嶋
典
膳
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葦
名
豊
膳マ

マ

各
支
配
詰
所
以
下
諸
役
人
并
凡
下
御
扶
持
人
ハ
不
及
申
、
御
役
料
・
御
合
力
ニ
而
被

召
仕
候
者
共
、
列
を
以
書
立
、
無
延
引
可
被
御
申
聞
候
、
尤
、
支
配
之
内
支
配
有

之
輩
ハ
是
又
右
之
趣
を
以
書
立
申
聞
候
様
ニ
被
御
申
渡
、
一
同
ニ
可
被
御
申
聞
候
、

以
上

　
　
　
　
　

九
月
廿
八
日

尚
以
、
御
奥
方
御
役
人
等
各
仮
支
配
之
分
共
ニ
可
被
御
申
聞
候
、
勿
論
、
御
郡

方
大
肝
入
・
肝
入
・
検
断
等
、
其
外
役
付
之
者
共
列
を
以
書
立
申
聞
候
様
ニ
御

首
尾
可
有
之
候
、
但
、
諸
役
人
等
名
前
被
御
申
聞
候
ニ
ハ
不
及
候
、
役
目
之
列

ニ
而
書
立
可
被
御
申
聞
候

こ
の
文
書
の
写
し
を
添
付
す
る
形
で
奉
行
か
ら
の
命
令
が
在
方
支
配
の
末
端
を
担
う

大
肝
入
た
ち
へ
と
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
大
肝
入
か
ら
「
御
足
軽
与
頭
」（
在
郷
足
軽

の
組
頭
）
へ
と
廻
さ
れ
て
い
る
。
藩
当
局
と
し
て
は
、「
凡
下
御
扶
持
人
」
だ
け
で
は
な
く

官
僚
機
構
の
末
端
に
連
な
る
「
御
役
料
・
御
合
力
ニ
而
被
召
仕
候
者
并
大
肝
入
・
肝
入
・

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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検
断
等
其
外
役
付
之
者
共
」
ま
で
含
め
て
彼
ら
の
「
列
」
＝
序
列
を
決
定
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）「
御
侍
様
御
同
然
」を
求
め
る
者
、「
凡
下
御
扶
持
人
同
然
」を
求
め
る
者

こ
の
よ
う
に
凡
下
御
扶
持
人
だ
け
で
は
な
く
「
御
役
料
・
御
合
力
ニ
而
被
召
仕
候
者
并

大
肝
入
・
肝
入
・
検
断
等
其
外
役
付
之
者
共
」
を
含
め
た
序
列
化
を
進
め
た
一
八
世
紀
半

ば
以
降
と
い
う
の
は
、
足
軽
や
小
人
と
い
っ
た
凡
下
御
扶
持
人
た
ち
と
大
肝
入
・
肝
入
・

検
断
ら
と
の
間
で
書
札
礼
を
め
ぐ
る
争
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
で
も
あ
り
、「
列

之
儀
」
が
議
論
さ
れ
た
直
後
の
寛
延
三
年
一
一
月
に
は
小
姓
物
書
と
名
取
郡
大
肝
入
と
の

間
で
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。   51

ま
た
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
や
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
籏
元
足
軽
・
足
軽
や

小
人
ら
が
大
肝
入
や
肝
入
た
ち
へ「
御
侍
様
同
様
」・「
御
侍
様
御
同
然
」の
様
式
に
よ
る「
文

通
」
を
行
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。   52 
す
な
わ
ち
、
藩
の
規
定
上
は
籏
元
足
軽
ら

凡
下
御
扶
持
人
も
大
肝
入
ら
百
姓
た
ち
も
等
し
く
「
凡
下
」
と
い
う
身
分
的
範
疇
に
含
ま

れ
る
筈
で
は
あ
っ
た
が
、
家
臣
団
の
一
員
た
る
足
軽
ら
は
自
己
の
存
在
を
大
肝
入
・
肝
入
・

検
断
と
い
っ
た
者
た
ち
と
は
峻
別
し
、
武
士
身
分
に
引
き
つ
け
て
自
己
主
張
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

寛
延
三
年
に
始
ま
る
「
列
之
儀
」
に
関
す
る
吟
味
は
、
そ
れ
ま
で
「
列
相
立
候
様
候
儀

ニ
も
無
之
」
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
「
凡
下
御
扶
持
人
」
と
「
御
役
料
・
御
合
力
ニ
而
被
召

仕
候
者
并
大
肝
入
・
肝
入
・
検
断
等
其
外
役
付
之
者
共
」
に
つ
い
て
も
、
身
分
的
上
下
関

係
を
突
き
詰
め
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
を
生
み
出
し
、
却
っ
て
自
ら
の
身
分
格
式
に
対

す
る
双
方
の
自
負
心
に
火
を
つ
け
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
足
軽
ら
は
大
肝
入
や
肝
入
た
ち

に
対
し
て
あ
た
か
も
武
士
身
分
で
あ
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
取
り
、
武
士
を
先
祖
に
持
つ

よ
う
な
存
在
で
あ
る
大
肝
入
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
藩
の
御
扶
持
人
で
あ
る
と
は
い
え
足

軽
ら
の
態
度
は
承
服
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
在
方
の
動
き
だ
け
で
は
な
く
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
に
は
、
城
下

町
の
検
断
に
よ
る
「
凡
下
御
扶
持
人
同
然
」
の
扱
い
を
求
め
た
訴
願
運
動
も
起
こ
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
五
月
に
死
去
し
た
六
代
藩
主
宗
村
の
遺
骸
が
江
戸
か
ら
仙
台
へ
着

棺
す
る
ま
で
「
凡
下
御
扶
持
人
同
然
」
に
月
代
を
剃
ら
ず
「
長
髪
」
に
し
た
い
と
の
願
書
が

町
奉
行
所
へ
と
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
村
の
死
後
、
家
臣
た
ち
に
向
け
て
月
代
規
制

が
出
さ
れ
、
凡
下
御
扶
持
人
も
葬
礼
ま
で
は
月
代
を
剃
ら
ず
に
長
髪
の
ま
ま
喪
に
服
す
こ

と
が
要
求
さ
れ
た
が
、
こ
の
凡
下
御
扶
持
人
の
な
か
に
城
下
町
検
断
の
配
下
に
あ
る
者
た

ち（
「
御
雇
御
扶
持
人
」・「
御
用
足
候
者
」
）も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
検
断
た
ち
が「
凡

下
御
扶
持
人
同
然
」
の
扱
い
を
求
め
て
願
書
提
出
に
動
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
一
件
を
分
析
さ
れ
た
中
川
学
氏
は
、
検
断
た
ち
の
行
動
を
「
藩
主
の
死
に
際
し
て

自
ら
の
社
会
的
位
置
づ
け
を
再
確
認
し
よ
う
と
し
た
動
き
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
」
と

評
さ
れ
て
い
る
が
、   53 

こ
う
し
た
動
き
と
も
相
俟
っ
て
、
末
端
役
人
ま
で
の
序
列
化
を
進

め
る
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
藩
当
局
は
、
地
域
行
政
を
直
に
担
う
大
肝
入
・
肝
入
・
検
断

や
城
下
町
検
断
ら
に
つ
い
て
も
凡
下
御
扶
持
人
と
同
一
の
範
疇
に
入
れ
て
序
列
化
し
、「
凡

下
御
扶
持
人
列
」（
表
5
参
照
）
と
い
う
形
で
そ
の
身
分
的
上
下
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

藩
の
役
列
を
載
せ
る
史
料
に
は
大
肝
入
や
城
下
町
検
断
ら
を
含
め
て
「
凡
下
御
扶
持

人
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
、   54 

前
掲
表
1
で
は
そ
れ
を
「
凡
下
御
扶

持
人
層
」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
士
の
部
分
で
説
明
し
た
「
組
付
之
列
」
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、「
凡
下
御
扶
持
人
列
」
に
列
挙
さ
れ
た
者
た
ち
＝
凡
下
御
扶
持
人
と

は
単
純
に
は
い
え
ず
、
明
治
時
代
に
藩
政
期
を
振
り
返
り
記
さ
れ
た
『
旧
仙
台
藩
治
概
要
』

に
も
「
卒
ヲ
別
テ
旗
元
足
軽
、
足
軽
、
小
人
、
坊
主
、
餌
指
、
同
心
、
諸
職
人
ト
ナ
ス
」

と
あ
り
、   55 

大
肝
入
・
肝
入
や
検
断
を
「
卒
」（
＝
凡
下
御
扶
持
人
）
と
は
見
な
し
て
い

な
い
。

し
た
が
っ
て
、
仙
台
藩
伊
達
家
の
家
臣
団
の
な
か
に
大
肝
入
や
城
下
町
検
断
な
ど
を
含

め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
八
世
紀
後
半
以
後
の
藩
当
局
が
彼
ら
も
含
め
「
凡

下
御
扶
持
人
列
」
を
定
め
て
い
る
こ
と
や
、
近
世
後
期
の
諸
史
料
が
載
せ
る
凡
下
御
扶
持

人
の
数
の
な
か
に
は
大
肝
入
ら
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
前
掲
表
1

の
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
の
「
凡
下
御
扶
持
人
層
」
に
は
大
肝
入
や
検
断
ら
九
〇
人
余

り
を
入
れ
て
人
数
を
算
出
し
て
い
る
。

四
、
陪
臣
・
金
上
侍
・
浪
人

（
一
）地
元
の「
武
士
」た
ち

仙
台
藩
の
陪
臣
の
数
が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
は
江
戸
時
代
か
ら
周
知
の
事
実
で
あ
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り
、
同
藩
の
特
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
総
数
を
近
世
に
遡
っ
て
正
確
に
知
る

術
は
無
い
が
、
一
般
に
は
二
万
四
〇
〇
〇

人
余
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、   56 

明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
の
『
陸
前
国
仙
台
藩
籍
調
』
に

よ
れ
ば
「
陪
隷
」（
陪
臣
）
の
「
惣
人
頭
」
は

二
万
三
四
七
七
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
分
布
状

況
に
つ
い
て
は
か
つ
て
難
波
信
雄
氏
が
集

計
表
を
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
と
に

整
理
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る

と
家
格
一
門
の
わ
ず
か
一
一
家
だ
け
で
約

三
七
％
以
上
の
陪
臣
を
抱
え
、「
上
士
」（
家

格
一
家
～
着
座
ま
で
か
）
を
含
め
た
家
格
上

位
八
九
家
で
陪
臣
全
体
の
約
七
三
・
三
％
に

あ
た
る
一
万
七
八
二
一
人
を
抱
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
最
上
級
家
臣

た
ち
は
、
城
・
要よ

う
が
い害

・
所と

こ
ろ・

在ざ
い
し
ょ所

と
呼
ば

れ
る
地
域
の
政
治
・
軍
事
・
経
済
・
交
通
の
要
地
を
拝
領
す
る
者
が
多
く
、
自
ら
の
館
を

中
心
に
館
下
町
を
形
成
し
家
中
を
集
住
さ
せ
、
あ
た
か
も
小
城
下
町
の
よ
う
な
様
相
を
呈

し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
で
は
豊
臣
政
権
下
で
存
置
さ
れ
た
中
世
城
館
に
淵
源
す
る
要
害

を
は
じ
め
、
藩
内
各
地
の
拠
点
が
一
七
世
紀
後
半
～
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
整
備
さ
れ

て
お
り
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
「
在
所
拝
領
」
ま
で
含
め
た
各
名
称
と
拝
領
形

態
の
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。   57 

当
時
の
要
害
は
二
一
ヶ
所
（
拝
領
者
二
〇
人
）、
所

は
三
〇
ヶ
所
（
三
〇
人
）、
在
所
は
二
〇
ヶ
所
（
二
〇
人
）
の
合
計
七
一
ヶ
所
で
、
拝
領
者

の
合
計
は
七
〇
人
で
あ
っ
た
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
頃
の
様
子
を
表
7
に
ま
と
め
、

分
布
状
況
を
地
図
に
記
し
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
各
村
に
は
在
郷
屋
敷
を
構
え
て
い
る
家
格
平
士
以
下
の
直
臣
た
ち

も
多
く
、「
全
体
の
傾
向
か
ら
い
え
ば
、
仙
台
藩
で
は
、
武
士
の
居
住
す
る
村
落
の
方
が

一
般
的
」   58 

だ
っ
た
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
領
内
各
地
の
村
々
に
武
家
屋
敷
の
あ
る
風

景
が
広
が
っ
て
い
た
。

従
来
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
特
に
大
身
家

臣
に
よ
る
地
方
知
行
の
問
題
に
つ
い
て
は
専
ら
領
主

制
の
問
題
と
し
て
考
究
さ
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
、Ｊ
・

Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
が
家
格
平
士
に
つ
い
て
も
そ
の
領
地
支

配
を
分
析
さ
れ
、「
小
身
の
給
人
で
も
『
心
意
統
治
』
を

実
現
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
知
行
高
一
五
〇
石
の
玉
虫

十
蔵
尚
茂
も
封
建
領
主
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。   59

ま
た
、
村
々
に
居
住
す
る
陪
臣
の
存
在
に
つ
い
て

は
同
藩
に
お
け
る
兵
農
分
離
の
問
題
と
し
て
議
論
さ

れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
モ
リ
ス
氏
が
詳
細
に
考
察

さ
れ
て
い
る
が
、   60 

本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
多
く

の
家
中
を
抱
え
る
藩
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
自
前
の
「
武

士
身
分
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、藩
が
定
め
る
士
分
（
武
士
身
分
）

と
藩
士
家
内
部
で
通
用
す
る
「
士
分
（
武
士
身
分
）」
が

異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、   61 

こ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

藩
が
定
め
る
陪
臣
士
分
（
藩
か
ら
士
分
扱
い
さ
れ
て

い
る
陪
臣
）
に
つ
い
て
は
、   62 

直
臣
で
い
え
ば
「
組
士

格
」
の
「
士
分
」
で
あ
り
、
評
定
所
に
お
い
て
も
「
御
直

参
之
組
付
士
之
格
ニ
准
」
じ
て
扱
わ
れ
た
が
、彼
ら
「
上

ゟ
士
分
之
格
ニ
被
成
候
者
」
と
は
別
に
、
各
藩
士
家
が

定
め
る
基
準
に
則
っ
て
「
其
家
々
ニ
而
士
分
ニ
召
使
候

者
」
が
お
り
、
各
藩
士
が
治
め
る
場
所
・
空
間
（
知
行

地
）
に
根
付
い
た
地
元
の
「
武
士
」
と
で
も
呼
べ
る
「
武

士
身
分
」
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
大
身
家
臣
の
家
々
で
は
藩
と
同
じ
よ
う
な
役
列
規
定
を
設
け
て
お
り
、
家
中
た
ち
の

序
列
化
を
図
っ
て
い
る
が
、
自
家
で
定
め
た
そ
の
身
分
格
式
を
も
と
に
藩
の
定
め
る
陪
臣

種別
年

城 要　害 所 在　所 合　計

寛保3年
 （1743）

1（1人）
①侍屋敷　  151
②寺屋敷　　  6
③足軽屋敷  492

21（20人）
①侍屋敷　  4,327
②寺屋敷　    112
③足軽屋敷  3,573

31（30人）
①侍屋敷　  2,081
②寺屋敷　　　76
③足軽屋敷  1,589

24（23人）
①侍屋敷　  654
②寺屋敷　　  3
③足軽屋敷  527

76（73人）
①侍屋敷　  7,213
②寺屋敷　    197
③足軽屋敷  6,181

 ※宮城県図書館所蔵『要害所在所拝領改牒』（KM280- ヨ3）より作成。括弧内の人数は拝領者数。

表₇　城・要害・所・在所の数                                                   

家　挌（人数） 家中数（藩陪臣の数） 割　　合

一門（11人） 9,028 37.16％

上士（78人） 8,793 36.19％

大番士（3,314人） 6,475 26.65％

合　　計 24,296 　　　100％

※難波信雄「近代の生誕」第三表（『大和町史』下巻〈大和町、1977年〉334頁）
より作成。なお、難波氏がどの家格までを「上士」とされたのか注記され
ておらず不明であるが、藩制期の一門～着座までの合計数が90家ほどで
あったことから「上士」＝家格一家～着座、「大番士」＝家格太刀上～平士
だと思われる。

表₆　家中数（明治初年頃）                                   

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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士
分
と
は
異
な
る
独
自
の
「
士
分
」・「
士
格
」・「
侍
分
」・「
侍
衆
」・「
侍
格
」
を
設
け
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
を
、
例
え
ば
、
白
石
城
を
預
か
る
家
格
一
家
片
倉
小
十
郎
家
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
家
の
六
代
当
主
村
定
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
八
月
一
一

日
に
自
身
の
代
替
わ
り
に
際
し
た
「
知
行
墨
印
」
を
「
惣
家
中
」
に
与
え
て
い
る
が
、
家
中

た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
黒
印
状
を
与
え
ら
れ
る
場
所
が
異
な
っ
て
お
り
、「
一
家
よ
り
村
扱
ま

て
」
に
は
村
定
自
身
が
「
大
広
間
上
之
間
」
で
与
え
、「
膳
番
以
下
諸
士
江
」
は
「
中
之
間

之
上
敷
居
際
左
右
に
お
ゐ
て
」家
老
が
与
え
、「
茶
道
以
下
士
分
之
者
江
」と「
不
断
組
以
下
」

に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
中
之
間
下
敷
居
際
」
と
「
下
之
間
上
敷
居
際
」
に
て
「
其
頭
々
」

が
与
え
て
い
る
。   63

片
倉
家
で
は
、
藩
と
は
違
い
、
不
断
組
な
ど
の
組
士
は
「
士
分
」・「
侍
分
」
扱
い
さ
れ

て
お
ら
ず
、
幕
末
の
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
五
四
）
に
同
家
の
弓
組
組
頭
平
田
六
右
衛

門
が
配
下
の
不
断
組
に
対
し
て
与
え
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
覚
」   64
に
は
、

（
前
略
）

一
、
御
一
家
・
御
家
老
方
・
御
武
頭
に
対
し
下
駄
・
足
駄
は
つ
し
礼
儀
を
正
し
く

可
仕
事
。

　

附
、　

士
以
上
之
方
々
江
無
礼
か
ま
し
き
義
等
不
可
仕
事

（
中
略
）

　
　
　

正
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
右
エ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
組
中

と
あ
り
、
不
断
組
の
者
に
と
っ
て
「
士
以
上
之
方
々
」
は
礼
を
尽
く
す
べ
き
存
在
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
同
家
に
は
何
人
の
「
士
分
（
武
士
身
分
）
」
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。   65 

そ
の

数
を
探
れ
ば
、
古
い
例
で
は
一
七
世
紀
後
半
の
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
様
子
に
つ
い

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
代
藩
主
伊
達
綱
村
が
片
倉
家
四
代
村
長
に
対
し
て
「
当
時
家
来
之
者
共
ニ
出
置
候
知

行
高
、
人
頭
之
員
数
」
を
書
き
上
げ
る
よ
う
命
じ
た
の
を
受
け
て
、
村
長
が
貞
享
元
年
八

月
一
八
日
に
報
告
し
た
内
容
に
よ
れ
ば
、同
家
に
は
、「
侍
人
頭
」
二
一
九
人
、「
徒
者
人
頭
」

二
三
五
人
、「
不
断
之
者
人
頭
」
二
三
七
人
、「
足
軽
之
者
人
頭
」
六
〇
一
人
、「
小
人
中
間
」

一
一
九
人
、
人
頭
合
計
一
四
一
一
人
が
お
り
、
そ
の
「
家
内
惣
人
数
」
は
一
万
二
三
三
〇

人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
、
士
四
四
四
人
、
組
士

二
一
八
人
、
不
断
組
三
二
九
人
、
足
軽
二
三
〇
人
、
諸
職
人
・
小
人
組
六
〇
人
の
合
計

一
二
八
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
士
の
数
が
二
二
五
人
も
増
加
し
、
貞
享
元
年
に
約
一
六
％

だ
っ
た
「
士
分
」
の
割
合
が
藩
制
末
期
の
明
治
二
年
に
は
約
三
五
％
に
ま
で
跳
ね
上
が
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
片
倉
家
内
部
で
は

「
士
分
」
が
最
終
的
に
二
〇
〇
人
以
上
も
多
く
み
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
片
倉
家
を
は
じ
め
と
し
て
、
家
格
一
門
の
石
川
家
・
登
米
伊
達
家
・
水

沢
伊
達
家
、
一
家
の
柴
田
家
、
一
族
の
中
島
家
・
沼
辺
家
・
茂
庭
家
、
宿
老
の
後
藤
家
、

着
座
の
長
沼
家
に
も
、自
家
内
部
の「
士
分（
武
士
身
分
）
」を
確
認
で
き
、「
凡
下
」の「
諸

士
」
へ
の
無
礼
を
禁
じ
（
石
川
家
）、「
足
軽
・
中
間
」
か
ら
「
惣
侍
分
之
者
」
を
呼
ぶ
際
の

敬
称
（
殿
・
様
）
規
定
を
設
け
（
後
藤
家
）、自
家
の
成
員
（
家
中
か
ら
み
て
主
家
の
人
び
と
）

が
死
去
し
た
時
に
は
「
士
凡
共

ニ
」・「
士
分
一
統
」
に
対
し
て
月
代
を
剃
る
こ
と
を
禁
じ
、
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鳴
物
停
止
令
を
通
達
す
る
な
ど
（
石
川
家
・
中
島
家
）、
藩
が
定
め
る
士
・
凡
下
の
別
に

類
す
る
身
分
的
な
取
り
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。   66 

藩
の
規
定
で
は
「
凡
下
」

で
あ
る
家
格
平
士
玉
虫
家
の
「
家
中
」
も
同
家
内
部
で
は
「
士
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と

い
い
、   67 
門
閥
層
以
外
の
藩
士
家
に
あ
っ
て
も
「
武
士
身
分
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
者

が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
要
害
な
ど
の
拝
領
者
や
門
閥
層
の
家
中
に
特
有
の
存
在
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

彼
ら
地
元
の
「
武
士
」
た
ち
は
苗
字
帯
刀
に
代
表
さ
れ
る
武
士
身
分
の
表
象
を
ま
と
っ

て
お
り
、
そ
れ
を
許
可
す
る
の
は
藩
当
局
で
は
な
く
彼
ら
の
主
君
た
る
各
藩
士
た
ち
で

あ
っ
た
。
一
説
に
は
「
帯
刀
」
よ
り
も
重
要
な
武
士
の
「
身
分
表
象
」
だ
と
さ
れ
る
「
袴
」

に
つ
い
て
も
、
藩
士
家
内
部
で
の
袴
の
下
賜
事
例
や
継
上
下
・
麻
上
下
の
使
用
事
例
を
確

認
で
き
る
。   68 

倉
橋
真
紀
氏
に
よ
れ
ば
、
知
行
高
二
五
五
石
の
家
格
平
士
大
槻
家
は
、
天

保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
自
家
へ
の
経
済
的
援
助
を
し
続
け
た
同
家
の
地
肝
入
遠
藤
家
に

対
し
て
そ
の
勤
功
を
称
え
、「
家
来
格
」
と
給
地
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
そ

の
「
家
来
格
」
の
内
容
は
「
御
百
姓
隠
居
、
村
人
頭
相
除
候
節
者
御
屋
敷
家
来
之
由
を
以

家
苗
相
名
乗
り
、
帯
刀
・
麻
上
下
等
、
世
上
広
着
用
可
仕
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
。   69

家
格
着
座
高
野
家
で
も
似
た
よ
う
な
事
例
が
み
ら
れ
、
同
家
で
は
、
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
に
知
行
地
で
あ
る
刈
田
郡
平
沢
村
の
「
御
村
肝
入
」
を
務
め
る
「
安
左
衛
門
」

に
対
し
て
「
御
村
方
手
当
宜
仕
、　

御
上
下
和
睦
之
心
懸
ニ
取
扱
、
且
又
、
近
年
御
時
節

柄
御
相
続
方
共
ニ
相
勤
上
」
げ
た
こ
と
を
理
由
に
、「
別
段
之
御
吟
味
を
以
」
て
「
御
召
麻

上
下
」
を
下
賜
し
て
い
る
。   70 

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、「
士
分
（
武
士
身
分
）
」、
ま
た
は
、

武
士
身
分
の
象
徴
た
る
苗
字
帯
刀
・
麻
上
下
を
認
め
る
行
為
が
仙
台
藩
士
た
ち
に
よ
っ
て

広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
大
槻
家
の
事
例
は
、「
村
人
頭
」
を
外
れ
た
後
の
苗
字
帯
刀
許
可
で
あ
り
、

高
野
家
は
、「
肝
入
役
之
義
ニ
候
之
間
、　

公
辺
不
指
支
所
ニ
而
着
用
可
仕
」
き
旨
も
併
せ

て
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藩
士
が
与
え
た
権
利
は
藩
の
規
制
を
離
れ
た
所
で
の
み
有
効

な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
七
月
二
七
日
に
は
、

家
格
一
家
の
片
倉
景
寛
が
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
「
景
寛
供
之
侍
分
之
者
於
仙
台
袴
着
候
儀

相
扣
候
」
と
申
し
渡
さ
れ
て
お
り
、   71 

恐
ら
く
は
片
倉
家
内
部
で
「
袴
」
の
着
用
が
許
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
景
寛
供
之
侍
分
」
で
あ
っ
て
も
場
所
を
選
ば
ず
に
い
つ
で
も
袴
を

着
用
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
陪
臣
た
ち
の
帯
刀
権
や
苗
字
を
名
乗
る
権
利
、
袴
を
着

用
す
る
権
利
が
ど
こ
ま
で
通
用
す
る
も
の
な
の
か
確
認
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
地
元
で
は
、
苗
字
を
名
乗
り
刀
を
差
し
、
袴
を
穿
く
「
武
士
」
と
し
て
み
ら
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
陪
臣
の
な
か
で
も
上
層
の
者
た
ち
は
知
行
高
が
数
十
石
に
及
ぶ
の
が

例
で
、
屋
敷
地
に
構
え
た
彼
ら
陪
臣
の
居
宅
と
、
同
じ
く
在
郷
に
住
む
下
級
藩
士
の
居
宅

と
で
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
彼
ら
の
屋
敷
地
の
入
り
口
に
は
「
薬や

く
い
も
ん

医
門
」

や
「
冠か

ぶ
き
も
ん

木
門
」
な
ど
が
据
え
ら
れ
武
家
屋
敷
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。   72そ

し
て
、
こ
れ
ら
地
元
の
「
武
士
」
た
ち
は
、「
士
分
（
武
士
身
分
）
」
の
表
象
を
ま
と
っ

て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、「
武
士
」
と
し
て
の
自
意
識
も
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
藩
の
直
臣
で
は
あ
る
も
の
の
領
民
一
般
と
同
じ
凡
下
で
し
か
な
い
筈
の

足
軽
た
ち
が
「
御
侍
様
御
同
然
」
の
書
札
礼
を
大
肝
入
ら
に
要
求
し
て
お
り
、
自
ら
を
士

分
に
引
き
つ
け
た
彼
ら
の
自
己
顕
示
は
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
家
格

一
門
岩
谷
堂
伊
達
家
（
岩
城
家
）
に
預
け
ら
れ
た
藩
の
足
軽
や
給
主
組
士
（
預
足
軽
・
預

給
主
）
た
ち
は
、
直
臣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
谷
堂
で
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は

所
詮
は
足
軽
で
あ
り
所
詮
は
徒
士
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。   73

そ
こ
に
、
地
元
の
「
武
士
」
た
ち
が
一
端
の
武
士
と
し
て
自
己
を
位
置
づ
け
、
直
臣
・

陪
臣
の
別
を
超
え
、
預
足
軽
や
預
給
主
た
ち
を
下
に
見
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
は
決
し

て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
生
活
世
界
の
な
か
で
は
、
藩
公
認
の
武

士
で
は
な
く
地
元
の
「
武
士
」
で
あ
っ
て
も
立
派
な
「
武
士
身
分
」
と
し
て
通
用
し
た
の
で

あ
り
、
足
軽
や
徒
士
と
は
違
う
と
い
う
彼
ら
の
自
意
識
や
自
負
心
が
看
取
で
き
る
。

こ
う
し
た
意
識
が
引
い
て
は
直
臣
に
対
す
る
陪
臣
の
無
礼
・
慮
外
を
誘
発
し
た
と
思
わ

れ
、元
文
四
年（
一
七
三
九
）正
月
、延
享
二
年（
一
七
四
五
）二
月
、宝
暦
六
年（
一
七
五
六
）

正
月
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
一
二
月
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
六
月
、
寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）
四
月
と
い
っ
た
具
合
に
、   74 

一
八
世
紀
を
通
じ
て
陪
臣
の
直
臣
に
対
す
る

「
不
礼
」・「
不
敬
」
を
禁
じ
る
触
が
出
さ
れ
続
け
て
い
る
。

（
二
）金
上
侍
を
生
む
流
れ

仙
台
藩
で
は
、
一
八
世
紀
前
半
に
藩
財
政
の
悪
化
や
家
中
の
困
窮
化
が
み
ら
れ
る
よ
う

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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に
な
る
が
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
そ
の
度
合
い
が
よ
り
深
刻
化
し
て
い
き
、
富
を
蓄
積

し
た
領
内
各
地
の
富
裕
者
か
ら
の
献
金
を
藩
財
政
再
建
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
動
き
が
、
百
姓
・
町
人
か
ら
武
士
身
分
へ
の
身
上
が
り
、
す
な
わ

ち
、
金
上
侍
の
簇
生
と
し
て
結
果
し
た
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
特
に
彼
ら

を
生
み
出
す
宝
暦
～
天
明
年
間
（
一
七
五
一
～
八
九
）
の
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
は
先
行

研
究
で
も
指
摘
さ
れ
、
筆
者
も
前
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。   75

同
藩
の
金
上
侍
に
つ
い
て
は
、
近
世
人
が
抱
く
身
上
が
り
に
つ
い
て
の
願
望
と
そ
の
具

体
像
に
つ
い
て
広
く
扱
っ
た
深
谷
克
己
氏
の
研
究
で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
氏
は
、
仙
台

藩
の
金
上
侍
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
正
確
な
年
次
は
不
詳
だ
と
し
な
が
ら
も
「
そ
の
目

的
が
藩
財
政
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
一
八
世
紀
以
降
の
歴
史
で
」
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。   76

た
だ
し
、
同
藩
に
お
い
て
百
姓
・
町
人
ら
凡
下
た
ち
が
武
士
身
分
を
獲
得
す
る
の
は

一
八
世
紀
が
始
ま
り
で
は
な
く
、
金
上
侍
の
事
例
も
古
い
例
で
は
貞
享
年
間
（
一
六
八
四

～
八
八
）
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。   77 

す
で
に
五
代
藩
主
吉
村
期
に
は
「
金
銀
等
上
候

百
姓
凡
下
」
た
ち
を
「
先
例
之
格
を
以
」
っ
て
「
侍
ニ
も
申
付
」
け
て
お
り
、
吉
村
自
身
は

こ
れ
を
「
不
都
合
之
義
」
と
認
識
し
、
江
戸
か
ら
下
向
し
た
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
七
月

以
後
に
「
か
様
之
類
ハ
向
後
申
立
間
敷
品
々
も
、
以
書
付
出
入
司
郡
奉
行
へ
申
渡
」
し
て

い
る
。   78

一
方
で
は
、
善
事
褒
賞
の
一
環
と
し
て
百
姓
や
町
人
を
武
士
身
分
に
取
り
立
て
て
お

り
、
例
え
ば
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
「
御
郡
支
配
在
郷
御
番
外
」
と
な
っ
た
栗
原
郡

三
迫
若
柳
村
の
百
姓
又
作
、
同
五
年
に
広
間
番
士
と
な
っ
た
仙
台
城
下
南
町
の
味
噌
商
人

富
屋
孫
兵
衛
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
同
じ
く
広
間
番
士
と
な
っ
た
磐
井
郡
東
山
大

原
村
肝
入
新
右
衛
門
の
名
子
五
郎
作
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。   79 

こ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
父
母
へ
の
孝
行
を
き
っ
か
け
と
し
た
身
上
が
り
事
例
で
あ
る
。

家
格
宿
老
で
後
に
奉
行
職
も
務
め
る
こ
と
に
な
る
遠
藤
守
信
は
、
享
保
六
年
八
月
に

吉
村
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
し
て
お
り
、   80 

そ
の
な
か
で
「
御
政
事
ハ
賞
罪
の
二
つ
に

御
座
候
処
、
片
落
候
而
者
、
正
道
と
ハ
被
申
ま
し
く
奉
存
候
」
と
述
べ
「
忠
勤
労
功
之
者
、

或
ハ
指
働
或
ハ
精
出
し
候
輩
」
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
や
「
賞
」
す
こ
と
の
大
切
さ
を
力

説
し
て
い
る
が
、
又
作
ら
三
人
の
よ
う
に
儒
教
道
徳
を
地
で
行
く
よ
う
な
孝
行
者
に
対
し

て
の
最
大
の
賛
辞
・
褒
賞
が
支
配
者
身
分
た
る
士
分
（
武
士
身
分
）
へ
の
取
り
立
て
で
あ
っ

た
。そ

の
武
士
身
分
を
凡
下
た
る
百
姓
・
町
人
が
金
銭
の
力
で
容
易
く
手
に
入
れ
る
こ
と
へ

の
嫌
悪
感
を
先
の
吉
村
の
態
度
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
遠
藤
守

信
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
侍
之
道
を
不
存
候
而
ハ
、
孝
も
忠
も
不
存
筈
ニ
御
座
候
、
四
民
の
内
、
士
ほ

と
む
つ
か
し
き
役
ハ
無
之
候
処
、
拙
者
を
始
侍
ほ
と
楽
な
る
者
ハ
無
之
、
し
か
も
農

工
商
ニ
ハ
う
や
ま
わ
れ
、結
構
成
者
と
存
、何
か
故
ニ
侍
ハ
貴
き
と
申
訳
不
心
得
故
、

近
年
百
姓
町
人
体
迄
、
大
金
を
御
用
立
候
へ
ハ
、
侍
ニ
ハ
成
り
や
す
き
者
と
、
凡

下
式
迄
は
ま
り
候
故
、
侍
の
威
も
次
第
ニ
お
と
ろ
へ
、
下
々
ゟ
見
く
び
ら
れ
申
候

彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
、「
百
姓
町
人
体
」
の
者
た
ち
ま
で
が
大
金
さ
え
用
立
て
れ
ば
「
侍

ニ
ハ
成
り
や
す
き
者
」
と
い
っ
た
考
え
を
持
ち
、「
侍
の
威
」
が
次
第
に
衰
え
、「
下
々
ゟ

見
く
び
ら
れ
」
る
と
い
う
現
象
が
起
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
。「
侍
」
が
何
故
に
「
貴
き
」

存
在
な
の
か
そ
の
理
由
も
知
ら
ず
に
「
侍
ほ
と
楽
な
る
者
ハ
無
」
い
と
考
え
、
百
姓
・
町

人
た
ち
ま
で
が
安
易
に
金
の
力
で
武
士
身
分
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
流
れ
、
そ
れ
を
守

信
は
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
う
し
た
金
の
力
に
よ
る
身
上
が
り
数
は
宝
暦
～
天
明
年
間
（
一
七
五
一

～
八
九
）
を
画
期
に
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
助
長
し
た
の
が
他
で
も
な
い

藩
当
局
自
身
の
献
金
要
求
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
は
そ
れ
に
応
じ
る
だ
け

の
経
済
力
を
蓄
え
た
「
富
商
富
農
」
の
存
在
が
あ
り
、
商
人
化
し
て
い
く
百
姓
た
ち
の
存

在
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
天
明
元
年
の
頃
に
は
「
百
性
・
町
人
両
と
う
を
た
い
す
事
う
ん

か
の
こ
と
し
」   81
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
に
百
姓
・
町
人
の
帯
刀
人
の
数
が
増
え
て
お
り
、

支
配
者
身
分
た
る
武
士
身
分
の
表
象
も
ぼ
や
け
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
士
凡
の
混
淆
が
進
ん
で

い
く
。
こ
れ
を
玉
虫
尚
茂
は
「
士
凡
混
雑
」
と
表
現
し
、
そ
の
弊
害
を
自
著
『
仁
政
篇
』
の

な
か
で
語
っ
て
お
り
、
こ
の
「
士
凡
混
雑
」
状
態
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
遠
藤
守
信
が
危
惧

し
た
よ
う
に
「
侍
の
威
も
次
第
ニ
お
と
ろ
へ
、
下
々
ゟ
見
く
び
ら
れ
」
て
い
く
の
で
あ
っ

た
。   82片

や
、
経
済
的
な
力
量
を
蓄
え
百
姓
・
町
人
と
い
っ
た
凡
下
一
般
か
ら
の
身
上
が
り
を

成
し
遂
げ
家
格
平
士
に
ま
で
上
り
詰
め
た
家
々
は
、
正
編
か
ら
続
編
（
甲
集
・
乙
集
）
へ

と
編
纂
が
続
け
ら
れ
た
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
続
編
か
ら
姿
を
現
す
よ
う
に
な
る
。   83 

第

一
章
で
み
た
よ
う
に
、
家
譜
に
載
ら
な
い
家
が
家
臣
団
の
大
半
を
占
め
て
い
た
な
か
、
凡
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下
身
分
か
ら
成
り
上
が
っ
た
者
た
ち
が
そ
れ
に
載
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
勢
い
た
る

や
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
本
節
で
述
べ
た
よ
う
な
百
姓
・
町
人
の
身
上
が
り
は
、
藩
陪
臣

の
家
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
モ
リ
ス
氏
が
岩
谷
堂
伊
達
家
の
家
臣
団
を
分
析

さ
れ
金
上
侍
の
多
さ
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、   84 

本
稿
で
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ

と
は
、
凡
下
身
分
だ
っ
た
者
た
ち
が
献
金
に
よ
っ
て
単
に
藩
士
家
の
家
中
の
一
員
と
し
て

潜
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
、
地
元
の
「
武
士
」
に
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
片
倉
家
の
事
例
   85
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
天

明
以
降
の
時
代
に
は
各
地
に
商
人
化
し
た
百
姓
が
み
ら
れ
経
済
的
力
量
を
磨
き
上
げ
た
と

思
わ
れ
、
彼
ら
は
、
藩
で
は
な
く
藩
士
家
へ
と
金
銭
を
献
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
元
の

「
武
士
」
と
な
り
、
地
元
の
「
金
上
侍
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
藩
の
認
め
る
武
士
身

分
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
地
域
で
は
「
武
士
身
分
」
と
し
て
扱
わ
れ
、「
武
士
」
と
し
て

の
自
負
心
も
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
従
来
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
「
大
金
を
御
用
立
」
て
る
こ
と

で
身
分
的
な
上
昇
が
も
た
ら
さ
れ
る
構
図
は
藩
の
家
臣
団
内
部
に
も
み
ら
れ
、
献
金
に

よ
っ
て
身
分
的
な
上
昇
を
遂
げ
る
者
た
ち
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
六
代
治
家
記
録
』

や
『
楽
山
公
治
家
』
に
よ
れ
ば
、   86
「
郷
士
」   87
以
上
の
士
分
（
武
士
身
分
）
へ
の
身
上
が

り
事
例
を
二
七
四
件
確
認
で
き
、
約
六
三
％
に
あ
た
る
一
七
三
件
は
献
金
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
献
金
に
よ
っ
て
「
大
番
士
」
と
な
っ
た
人
物
七
四
人
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
と
、

う
ち
二
七
人
は
も
と
組
士
格
の
者
た
ち
で
、
百
姓
・
町
人
か
ら
の
身
上
が
り
の
可
能
性
の

あ
る
番
外
士
以
外
に
、
徒
組
・
鷹
匠
組
・
不
断
組
・
給
主
組
・
名
懸
組
と
い
っ
た
組
士

一
三
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
一
章
で
詳
述
し
た
禄
高
分
布
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仙
台
藩
の
士
分
の
大
半

が
小
身
の
侍
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
組
士
層
が
献
金
す
る
金
銭
を
ど
の
よ
う
に
蓄
え
て
い
っ

た
の
か
、
そ
の
蓄
財
の
様
子
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
享
保

一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
は
「
諸
侍
并
次
男
・
三
男
・
弟
等
、
惣
而
無
足
者
・
軽
キ
御
扶
持
人
・

諸
家
中
」
ら
の
抱
地
（
武
士
が
百
姓
並
に
耕
作
す
る
土
地
）
取
得
を
認
め
る
「
抱
地
御
定
」

を
出
し
て
お
り
、藩
士
同
士
の
金
の
貸
し
借
り
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
大
番
士
の
姿
を『
刑

罰
記
』に
み
る
こ
と
が
で
き
、利
殖
に
走
る
者
が
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
ろ
う
。   88 

ま
た
、

幕
末
の
家
格
平
士
浜
田
家
の
生
活
を
回
顧
し
た
浜
田
景
長
の
『
な
み
だ
乃
た
ね
』   89 

に
は
、

（
前
略
）
母
様
は
平
素
我
々
へ
の
御
噺
に
士
は
進
退
―
今
言
禄
ノ
事
―
三
百
石
以
上
で

な
け
れ
ば
肩
幅
が
狭
い
。
そ
れ
に
我
家
の
進
退
は
百
八
十
五
石
で
あ
る
。
上
へ
献
金

し
て
も
三
百
石
以
上
の
高
に
し
て
あ
り
た
い
。
其
当
時
は
六
貫
千
両
と
云
フ
テ
千
両

上
げ
れ
ば
六
貫
の
進
退
を
下
さ
れ
た
も
の
だ
。
六
貫
と
い
ふ
は
六
十
石
だ
。
二
千
両

で
百
二
十
石
だ
。
持
高
の
百
八
十
五
石
へ
足
せ
ば
三
百
石
以
上
と
な
る
。
そ
れ
に

は
金
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
金
を
た
め
る
に
は
金
貸
を
す
る
か
、
質
貸
を
す
る
か

で
な
け
れ
ば
金
が
た
ま
ら
な
い
。
質
貸
を
す
る
に
は
土
蔵
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
御
精
神
で
、苦
慮
な
さ
れ
た
も
の
だ
。
其
当
時
内
々
に
て
小
野
寺
お
千
代
だ
の
、

又
は
澱
町
辺
の
女
に
て
出
入
り
の
者
の
世
話
に
て
、
永
年
貯
蓄
な
さ
れ
た
金
を
方
々

へ
少
し
づ
ゝ
貸
し
、
又
は
小
質
を
取
り
お
ら
れ
た
る
事
は
仄
か
に
知
り
た
る
も
、
夫

れ
ら
の
世
話
人
が
来
る
と
何
時
も
御
人
払
ひ
、
う
る
さ
い
か
ら
あ
ち
ら
へ
行
け
と

か
、
遊
び
に
ゆ
け
と
あ
る
か
ら
、
夫
れ
に
反
か
ず
出
か
け
て
ゆ
く
か
ら
委
し
い
事

は
知
ら
ぬ
。
尤
も
年
も
ゆ
か
ぬ
か
ら
少
々
く
ら
ゐ
耳
に
入
り
た
る
事
が
あ
り
て
も

忘
れ
て
し
ま
つ
た
。（
後
略
）

と
あ
り
、
自
家
の
禄
高
を
上
げ
る
た
め
に
献
金
の
元
手
を
準
備
し
よ
う
と
「
永
年
貯
蓄
」

し
た
金
を
「
方
々
へ
少
し
づ
ゝ
貸
し
、
又
は
小
質
を
取
」
る
大
番
士
の
妻
の
姿
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
賤
金
思
想
ど
こ
ろ
か
、
金
銭
を
蓄
え
藩
に
献
金
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
進
退
」
を
増
や
し
面
子
を
保
た
ん
と
す
る
様
子
が
見
て
取
れ
よ
う
。

（
三
）発
生
し
続
け
る
浪
人

さ
て
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
武
士
身
分
・「
武
士
身
分
」
へ
の
身
上
が
り
事
例
が
み
ら

れ
る
一
方
で
、
罪
を
犯
し
改
易
処
分
を
受
け
浪
人
と
な
る
者
た
ち
の
姿
も
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
、
延
宝
九
年
～
明
和
七
年
（
一
六
八
一
～
一
七
七
〇
）
ま
で
に
起
き
た
事

件
と
処
罰
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
『
刑
罰
記
』
に
は
、
家
臣
た
ち
の
改
易
事
件
を
し
ば

し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
は
裁
判
の
判
例
集
と
し
て
の
意
味
合
い
を

持
っ
て
お
り
、
全
て
の
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

頃
に
は
年
間
一
〇
〇
件
以
上
の
判
決
が
下
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
い
い
、   90 

し
た

が
っ
て
、
実
際
に
は
改
易
事
例
も
さ
ら
に
多
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
改
易
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
が
「
浪
人
」
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
家
禄
と
屋
敷

を
奪
わ
れ
、
時
に
「
御
城
下
外
ニ
可
罷
在
旨
」
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
浪
人
と
そ
の
家
族
た
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ち
が
在
郷
へ
と
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
仙
台
藩
伊
達
家
に
つ
い
て
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
を
利
用
し
探
っ
て
い
る
と
、
家

臣
団
を
構
成
す
る
家
々
に
つ
い
て
漠
然
と
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
し
ま
う
が
、『
六

代
治
家
記
録
』
や
『
楽
山
公
治
家
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
七
代
藩
主
重
村
の
宝
暦
七

年
（
一
七
五
七
）
か
ら
一
三
代
慶
邦
治
世
下
の
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
ま
で
の
九
二
年
間

で
一
九
五
件
の
出
奔
事
件
を
検
出
で
き
、「
家
跡
没
収
、
家
財
欠
所
」
の
処
分
が
下
さ
れ

て
い
る
。
仙
台
藩
で
は
、
改
易
の
際
に
は
家
禄
と
屋
敷
は
奪
わ
れ
家
財
の
欠
所
は
免
れ
た

と
い
う
が
、
出
奔
の
罪
を
犯
し
た
時
に
は
家
財
も
没
収
と
な
り
、
改
易
以
上
の
罪
を
犯
し

た
者
の
子
ど
も
た
ち
は
、
親
の
罪
に
よ
っ
て
「
他
人
え
御
預
り
」
や
「
親
類
御
預
り
」
を
仰

せ
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。   91

九
二
年
間
で
一
九
五
件
な
の
で
単
純
計
算
す
れ
ば
、
仙
台
藩
伊
達
家
の
家
臣
の
な
か
か

ら
毎
年
二
人
の
出
奔
者
が
お
り
、「
家
跡
没
収
」
の
処
分
（
い
わ
ゆ
る
改
易
処
分
）
を
受
け
、

二
つ
の
家
ず
つ
家
臣
団
か
ら
消
え
去
っ
て
い
く
計
算
に
な
る
。
出
奔
者
本
人
が
領
内
に

戻
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
が
、
再
度
の
召
し
抱
え
が
な
い
限
り
藩
士
の
家
と
し
て
の
存
続

は
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
、
年
に
二
つ
の
家
が
改
易
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
家
臣
団
を
構

成
す
る
家
々
の
顔
ぶ
れ
が
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

実
際
に
は
、
門
閥
層
に
位
置
す
る
よ
う
な
最
上
級
家
臣
の
家
も
含
め
『
伊
達
世
臣
家
譜
』

に
載
る
よ
う
な
一
〇
〇
石
以
上
の
家
で
さ
え
消
え
去
っ
て
い
く
家
が
あ
る
。   92

も
っ
と
も
、「
公
貨
を
私
し
出
奔
」
と
い
う
公
金
流
用
や
金
銭
が
絡
ん
だ
犯
罪
・
窃
盗

な
ど
を
理
由
と
す
る
事
件
が
四
四
件
発
生
し
て
お
り
、
家
臣
団
内
部
に
お
け
る
新
陳
代
謝

は
経
済
的
弱
者
が
多
い
俸
禄
取
（
切
米
扶
持
方
取
）
の
家
々
を
中
心
に
起
き
た
現
象
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
史
料
上
で
は
出
奔
者
の
給
与
形
態
を
確
認
で
き
な
い

し
、
俸
禄
取
や
一
〇
〇
石
未
満
の
知
行
取
の
家
々
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
家
譜

な
ど
が
残
存
し
て
お
ら
ず
、全
体
を
把
握
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

第
一
章
で
考
察
し
た
家
臣
た
ち
の
禄
高
分
布
を
考
慮
す
れ
ば
、「
公
貨
を
私
し
」
た
く
な

る
武
士
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
藩
は
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
「
抱
地
御
定
」
を
制
定
し
、
士
・

凡
下
と
も
に
抱
地
取
得
を
認
め
る
が
、
武
士
身
分
の
所
有
す
る
抱
地
は
改
易
等
で
禄
を

失
っ
た
者
と
そ
の
家
族
・
家
中
の
生
活
を
保
障
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
改
易
さ
れ
た
者
の
知
行
地
を
親
類
が
抱
地
と
し
て
願
い
出
て
生

活
を
保
障
し
た
り
、
も
と
も
と
所
有
す
る
抱
地
を
家
禄
を
失
っ
た
親
類
の
た
め
に
利
用
す

る
と
い
っ
た
事
例
が
み
ら
れ
た
。   93 

し
た
が
っ
て
、
抱
地
御
定
に
よ
っ
て
在
郷
に
抱
地
を

取
得
す
る
武
士
身
分
が
増
え
、
か
つ
、
彼
ら
自
身
や
親
類
が
何
ら
か
の
理
由
で
改
易
処
分

を
受
け
る
可
能
性
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
果
的
に
在
村
す
る
浪
人
が
増
え
る
こ
と
に
も
な

る
。
抱
地
御
定
は
文
言
や
条
文
内
容
が
整
え
ら
れ
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
再
令
さ

れ
て
お
り
、
翌
年
の
一
二
月
か
ら
元
文
四
年
正
月
に
か
け
て
浪
人
の
宗
門
改
に
関
す
る
法

令
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。   94

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
浪
人
」
と
い
う
と
、
近
世
前
期
の
京
都
に
お
け
る
牢
人
改

め
や
畿
内
近
国
に
お
け
る
帯
刀
人
改
め
の
問
題
、
近
世
中
・
後
期
に
戦
国
大
名
武
田
氏
の

家
臣
に
出
自
す
る
由
緒
を
主
張
す
る
こ
と
で
「
浪
人
」
身
分
を
獲
得
す
る
甲
斐
国
の
浪
人

た
ち
の
存
在
が
有
名
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
近
世
前
期
の
盛
岡
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
浪

人
た
ち
の
具
体
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、   95 

江
戸
時
代
を
通
じ
て
発
生
し
続
け
る
浪
人

の
問
題
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
仙
台
藩
の
浪
人
に
つ
い
て
も
、
張
基
善
氏

の
研
究
が
あ
る
程
度
で
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仙
台
藩
の

武
士
身
分
の
問
題
を
探
る
上
で
抜
き
に
は
語
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
章
で

詳
述
し
た
通
り
、
仙
台
藩
は
「
侍
を
立
居
候
浪
人
」
で
あ
れ
ば
武
士
身
分
と
し
て
扱
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
戦
国
大
名
の
旧
臣
を
先
祖
に
持
つ
者
が
禄
を
食
ま
な
い
状
態

で
何
世
代
も
同
藩
領
内
に
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
由
緒
が
明
白

で
あ
る
な
ら
ば
武
士
身
分
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。   96

ま
た
、
浪
人
が
発
生
し
続
け
る
と
い
う
の
は
直
臣
の
凡
そ
二
・
四
倍
の
人
数
が
い
た
陪

臣
た
ち
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
す
な
わ
ち
、
仙
台
藩
領
内
に
は
、
江

戸
時
代
を
通
じ
て
、
戦
国
大
名
の
旧
臣
の
流
れ
を
く
む
浪
人
、
藩
の
直
臣
だ
っ
た
浪
人
、

藩
に
よ
っ
て
士
分
と
し
て
扱
わ
れ
た
陪
臣
士
分
だ
っ
た
浪
人
、
そ
し
て
、
陪
臣
だ
っ
た
浪

人
、
こ
れ
ら
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
浪
人
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
在
郷
で
は
こ
れ
ら

の
浪
人
を
ど
う
扱
う
か
が
問
題
と
な
り
、
前
述
し
た
元
文
三
年
一
二
月
か
ら
翌
年
正
月
に

か
け
て
の
吟
味
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
御
分
領
中
在
々
住
居
之
浪
人
」
が
「
年
々
切
支
丹

宗
門
御
改
」
を
受
け
る
際
に
「
浪
人
帳
」
へ
の
記
載
方
法
が
不
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど

う
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う
こ
と
と
、「
出
火
其
外
御
僉
議
之
節
」
に
「
侍
浪
人
」
を
事
情
聴

取
す
る
際
「
村
帳
面
ニ
有
之
分
」
に
つ
い
て
は
代
官
や
役
人
た
ち
が
不
在
で
あ
る
な
ら
ば
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大
肝
入
が
行
っ
て
も
良
い
か
の
二
点
で
あ
る
。

本
稿
と
の
関
係
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
御
一
門
衆
并
大
進
歴
々
之
家
中
凡
下
浪
人
之

部
へ
相
入
候
儀
、
御
郡
方
ニ
て
相
知
不
申
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
、「
御
一
門
衆

家
来
始
大
進
歴
々
之
家
来
、
家
柄
々
々
ニ
ゟ
士
分
之
者
」（
陪
臣
士
分
の
者
）
が
浪
人
し

た
際
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
は
っ
き
り
し
た
共
通
認
識
が
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

村
に
は
「
何
士
浪
人
受
合
証
相
出
候
分
」（
改
易
さ
れ
た
直
臣
〈
士
分
〉
ら
の
う
ち
保
証

人
を
立
て
「
受
合
証
状
」
と
願
書
を
提
出
し
村
に
住
ん
で
い
る
者
）
や
「
古
来
ゟ
浪
人
ニ

有
之
分
」（
没
落
し
た
戦
国
大
名
ら
の
家
臣
を
先
祖
に
持
つ
浪
人
た
ち
）
だ
け
で
は
な
く
、

藩
か
ら
士
分
扱
い
さ
れ
て
い
た
陪
臣
の
う
ち
「
扶
持
ニ
放
れ
浪
人
ニ
罷
成
」
っ
た
者
（
改

易
さ
れ
た
陪
臣
士
分
の
者
）
が
い
た
た
め
、「
侍
浪
人
」
と
は
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
こ

の
点
が
曖
昧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
た
の
は
、「
御
一
門

衆
扶
持
人
」の
う
ち「
主
人
ゟ
品
を
以
侍
格
ニ
取
扱
」わ
れ
て
い
る
者
た
ち
の
存
在
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
地
元
の
「
武
士
」
た
ち
も
浪
人
と
な
る
可
能
性
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
誰
を
「
侍
浪
人
」
に
入
れ
、
誰
を
「
凡
下
浪
人
」
と
し
て
扱
う
の
か
、
そ
の
取
り

扱
い
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

郡
方
で
は
町
奉
行
ら
へ
陪
臣
士
分
た
ち
が
浪
人
と
な
っ
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
尋
ね
る
な
ど
種
々
協
議
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
は
、
陪
臣
た
ち
は
、
藩
か
ら
士
分

扱
い
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
陪
臣
士
分
の
者
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
浪
人
す
れ
ば
全
て
凡
下
浪

人
と
し
て
扱
う
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。   97 

地
元
の
「
武
士
」
た
ち
に
つ
い
て
は
、「
御

郡
方
ニ
て
浪
人
帳
へ
相
付
改
受
候
分
ハ
暇
出
浪
人
ニ
罷
成
候
者
」
だ
け
で
あ
る
の
で
問
題

な
い
と
し
て
い
る
。

武
士
身
分
の
重
層
的
な
あ
り
方
が
曖
昧
模
糊
と
し
た
浪
人
の
取
り
扱
い
を
発
生
さ
せ

て
い
た
が
、
こ
の
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
を
境
に
解
消
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
仙
台
藩
に
お
け
る
武
士
身
分
に
つ
い
て
、
直
臣
だ
け
で
は
な
く
陪
臣
・
金
上
侍
・

浪
人
と
い
っ
た
者
た
ち
を
も
含
む
重
層
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
身
分
の
成
り

立
ち
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
藩
で
は
藩
が
認
め
る
士
分
（
武
士
身
分
）
だ
け

を
い
わ
ゆ
る
武
士
身
分
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
其
家
々
ニ
而
士
分
ニ
召
使

候
者
」（
地
元
の「
武
士
」た
ち
）も
彼
ら
が
生
き
る
地
域
・
空
間
で
は
歴
と
し
た「
士
分（
武

士
身
分
）
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
葛
西
・
大
崎
浪
人
の
よ
う
に
数
代
に
わ
た
る
浪
人

は
藩
か
ら
も
士
分
扱
い
さ
れ
て
い
る
。

家
格
一
門
の
筆
頭
石
川
家
で
は
館
下
町
の
町
奉
行
衆
に
対
し
て
「
村
町
百
姓
」
ら
凡
下

一
般
が
「
諸
士
」
や
「
御
役
目
」
に
道
々
で
出
会
っ
た
際
、「
高
足
」
を
脱
が
ず
に
「
冠
物
等
」

を
被
っ
た
ま
ま
通
行
す
る
者
が
多
い
こ
と
を
戒
め
、「
凢
下
一
統
対
諸
士
へ
蹲
踞
仕
候
様

可
致
」
と
い
う
旨
の
触
を
「
御
家
中
并
村
町
共
ニ
不
残
可
相
触
旨
」
を
命
じ
て
い
る
が
、   98 

こ
こ
で
い
う「
諸
士
」や「
御
役
目
」と
は
石
川
家
家
臣
の
な
か
で
の「
士
」の
こ
と
で
あ
り
、

藩
が
認
定
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
家
の
知
行
地
内
部
で
は
「
凢
下
一
統
」
か
ら

礼
を
尽
く
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
自
身
も
自
ら
を
「
武
士
」
と
し
て

認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
藩
へ
の
献
金
で
は

な
く
藩
士
家
へ
の
献
金
に
よ
っ
て
彼
ら
地
元
の
「
武
士
」
の
一
員
と
し
て
潜
り
込
ん
で
い

く
地
元
の
富
裕
者
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

地
元
の
「
武
士
」
が
在
郷
に
お
り
、
時
に
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
仙

台
藩
士
た
ち
も
宝
暦
・
天
明
・
天
保
と
打
ち
続
く
飢
饉
の
な
か
で
そ
の
多
く
が
在
郷
へ
と

居
を
移
し
、
城
下
町
の
武
家
地
が
空
洞
化
す
る
一
方
、
町
人
た
ち
が
城
下
の
武
家
地
へ

と
侵
出
し
、「
居
住
区
分
離
」
の
原
則
が
大
き
く
崩
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、

藩
に
よ
る
献
金
要
求
が
「
う
ん
か
の
ご
と
し
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
百
姓
・
町
人
の
帯
刀

人
の
数
を
増
や
し
、
武
士
身
分
の
表
象
も
ぼ
や
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
一
七
世
紀
後
半
の
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
三
）
ま
で
に
は
「
諸
士
の
格
式
」

を
定
め
、
凡
下
と
は
異
な
る
身
分
的
表
象
に
よ
っ
て
武
士
と
い
う
身
分
を
際
立
た
せ
、
在

郷
に
お
け
る
士
分
（
武
士
身
分
）
へ
の
無
礼
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
威
厳
を
保
と
う

と
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
八
世
紀
後
半
に
至
っ
て
み
る
と
、
玉
虫
十
蔵
尚
茂
が
「
士
凡

混
雑
」
と
表
現
し
た
士
凡
の
身
分
的
・
空
間
的
な
混
淆
が
進
行
し
て
し
ま
い
、
享
保
の
頃

に
遠
藤
守
信
が
語
っ
て
い
た
「
侍
の
威
」
の
低
下
と
「
下
々
ゟ
見
く
び
ら
れ
」
る
と
い
う
現

象
が
至
る
所
で
惹
起
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。   99

こ
う
し
た
武
士
身
分
の
窮
乏
と
金
上
侍
の
簇
生
、
そ
し
て
、
武
士
身
分
の
表
象
自
体
が

ぼ
や
け
て
い
く
急
速
な
「
士
凡
混
雑
」
の
き
っ
か
け
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
各
地
の
大
名
を

従
え
武
士
身
分
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
る
幕
府
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
大
名
課
役
の

賦
課
と
そ
れ
を
受
け
た
仙
台
藩
が
負
担
を
家
臣
や
領
民
に
転
嫁
し
、
商
業
的
農
業
や
全
国

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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的
な
商
品
作
物
の
流
通
・
売
買
の
波
に
乗
っ
て
富
を
蓄
積
し
た
富
裕
者
を
最
大
限
に
利
用

し
よ
う
と
し
た
動
き
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
自
然
災
害
や
凶
作
を
発
端
に
連
続
す
る
飢
饉

が
発
生
し
た
と
い
う
状
況
も
重
な
っ
た
が
ゆ
え
の
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
関
東
諸
川
の
修
理
普
請
が
仙
台
藩
財
政
に
大
打
撃
を
与
え
、

結
果
的
に
身
分
秩
序
の
紊
乱
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
に
花
開
く
出
版
文
化
は
各
地
に
地
方
の
拠
点
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
の
一
つ

が
仙
台
で
あ
る
。
仙
台
城
下
南
町
で
手
広
く
紙
を
商
っ
た
と
い
わ
れ
る
頓
宮
忠
左
衛
門
が

晩
年
の
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
著
し
た
『
家
内
用
心
集
』
は
、「
士
」
を
「
仁
義
文
武

を
家
業
と
し
て
、
義
理
を
主
意
と
な
し
、
主
君
に
つ
か
へ
、
下
を
教
て
、
国
家
を
守
る
要
」

と
位
置
づ
け
、「
士
ハ
た
ゞ
仁
義
を
正
し
く
、
身
を
脩
め
、
威
の
有
を
も
つ
て
、
三
民
の

上
に
居
て
、
民
平
服
す
、
若
そ
の
徳
な
き
人
ハ
、
土
民
下
列
の
人
と
い
ふ
も
の
也
」
と
述

べ
て
お
り
、   100 

武
士
と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
う
理
念
的
な
武
士
像
は
当
時
の
商
人
が
教
訓
書

を
著
せ
る
ほ
ど
浸
透
し
て
い
た
が
、
人
び
と
が
目
に
す
る
の
は
現
実
世
界
を
生
き
た
武

士
た
ち
の
生
の
姿
で
あ
り
、
理
想
通
り
と
は
い
か
な
い
彼
ら
の
姿
が
「
侍
の
威
」
を
下
げ

る
結
果
を
も
た
ら
し
、「
富
商
富
農
」
か
ら
の
蔑
み
も
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
、

経
済
的
力
量
が
ど
う
で
あ
れ
、
仙
台
藩
領
内
で
は
武
士
身
分
こ
そ
が
苗
字
帯
刀
・
麻
上
下

な
ど
と
い
っ
た
身
分
的
な
特
権
を
百
姓
・
町
人
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
、
そ
れ

を
求
め
る
者
が
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
支
配
者
身
分
た
る
武
士
を
中

心
と
し
た
衣
食
住
全
て
に
わ
た
る
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
制
度
と
し
て
の
武
士
身
分
の
成
り
立
ち
と
意
識
と

し
て
の
武
士
意
識
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
章
の
な
か
で
、
地
元
の
「
武
士
」
た
ち
が
直
臣
で
あ
る
預
足
軽
・
預
給
主
を
下
に
み
る

事
例
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
、
藩
が
認
め
る
正
規
の
武
士
身
分
で
あ
れ
、
藩
士
が
認
め

る
「
武
士
身
分
」
で
あ
れ
、
武
士
と
し
て
の
意
識
は
等
し
く
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
藩
の
金
上
侍
と
藩
士
家
の
「
金
上
侍
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
、
凡
下
御
扶
持
人
（
卒
身
分
）
で
し
か
な
い
籏
本
足
軽
ら
が
「
御
侍
様
」
に
引
き

つ
け
て
自
己
主
張
し
て
い
る
様
子
を
も
加
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
制
度
的
な
武
士
身
分
の

み
を
追
っ
た
の
で
は
、
誰
が
武
士
と
し
て
の
自
意
識
を
持
ち
、
社
会
の
側
が
誰
を
武
士
と

し
て
認
識
し
て
い
る
の
か
、そ
う
い
っ
た
問
題
の
真
に
迫
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

逆
に
、
権
威
の
源
泉
の
重
層
的
な
側
面
や
重
層
的
な
武
士
身
分
の
構
造
を
探
る
こ
と
は
、

社
会
の
武
士
を
見
る
眼
差
し
や
現
代
に
ま
で
繋
が
る
よ
う
な
武
士
身
分
そ
の
も
の
に
対
す

る
意
識
を
探
る
上
で
も
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

注1　

渡
辺
信
夫
「
第
三
章
第
三
節　

家
臣
の
配
置
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
3
』、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
三
頁
。

2　
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
『
仙
台
藩
「
留
主
居
」
役
の
世
界
』（
蕃
山
房
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
頁
。

3　
『
宮
城
県
史
復
刻
版
2
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
八
年
）
五
七
・
六
一
～
六
四
頁
。

4　
『
陸
前
国
仙
台
藩
籍
調
』（
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
〈
伊
達
家
寄
贈
文
化
財 

古
記
録
1799
－
2
〉
）
よ
り
。

5　

磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
第
一
章
。

6　

磯
田
前
掲
書
序
章
を
参
照
。
な
お
、
森
下
徹
『
武
士
と
い
う
身
分
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
で

は
萩
藩
の
家
臣
の
う
ち
「
ど
こ
ま
で
が
武
士
か
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
五
～
一
六
頁
）。

7　

熊
谷
光
子
「
帯
刀
人
と
畿
内
町
奉
行
所
支
配
」（
塚
田
孝
・
吉
田
伸
之
・
脇
田
修
編
『
身
分
的
周
縁
』
部

落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
三
八
〇
～
三
八
一
・
三
九
五
頁
。

8　

熊
谷
前
掲
論
文
三
九
四
頁
。
な
お
、
津
藩
で
武
士
身
分
扱
い
さ
れ
て
い
る
無
足
人
が
京
都
町
奉
行
所
か

ら
は
郷
侍
の
百
姓
身
分
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
に
、
吉
田
ゆ
り
子
「
第
四
章

「
郷
士
」
と
帯
刀
改
め
」（
同
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
り
、
兵
農
分

離
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
「
身
分
の
地
域
性
」
に
注
目
し
た
論
考
に
、
平
井
上
総
「
兵
農
分
離
政
策
論

の
現
在
」（
『
歴
史
評
論
』
七
五
五
、二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

9　

磯
田
前
掲
書
。

10　
『
仙
台
藩
家
臣
録
』四
－
八
三
～
八
四
頁（
緒
方
家
）、五
－
一
七
六
～
一
七
七
頁（
佐
藤
家
）。な
お
、佐
々

久
監
修
『
仙
台
藩
家
臣
録
一
～
五
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
八
～
一
九
七
九
年
）
を
利
用
。

11　

磯
田
前
掲
書
三
六
三
頁
。

12　

以
上
、
小
林
清
治
「
東
北
大
名
の
成
立
」（
古
田
良
一
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
東
北
史
の
新
研
究
』
文
理

図
書
出
版
社
、
一
九
五
五
年
）
一
四
八
頁
、
佐
々
木
慶
市
「
第
二
章
第
一
節　

家
臣
団
の
編
成
」（
『
宮

城
県
史
復
刻
版
2
』
）七
七
頁
、渡
辺
信
夫「
第
三
章
第
三
節　

家
臣
の
配
置
」一
五
七
頁
よ
り
。
な
お
、

渡
辺
氏
は
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
刊
行
の
『
仙
台
市
史
』
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。

13　
『
四
冊
留
』（
『
宮
城
県
史
復
刻
版
31
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
）
二
〇
〇
頁
、『
万
文
通
諸
状
之
事

附
御
役
列
』（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
〈
本
館
己
Ａ
・
三
・
一
九
六
（
五
〇
）
〉
）。

14　

齋
藤
鋭
雄「
仙
台
藩
下
級
家
臣
に
関
す
る
素
描
」（
『
宮
城
県
農
業
短
期
大
学
学
術
報
告
』三
九
、一
九
九
一

年
）。

15　
『
高
野
家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈

K211
－
タ
〉
）
享
保
一
四
年
五
月
二
八
日
条
、
同
宝
暦
二
年
一

月
二
三
日
条
、『
源
貞
氏
耳
袋
十
一
』
六
〇
頁
。
な
お
、
吉
田
正
志
監
修
／
「
源
貞
氏
耳
袋
」
刊
行
会
編

『
源
貞
氏
耳
袋
一
～
十
三
』（
二
〇
〇
七
～
二
〇
〇
八
年
）
を
利
用
。

16　
『
四
冊
留
』
二
〇
〇
頁
、『
萬
格
式
御
定
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

322.1
－
ヨ
2
〉
）。

17　
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
一
二
（
一
三
三
～
一
三
五
頁
）。
な
お
、『
伊
達
世
臣
家
譜
一
～
三
』（
『
仙
台
叢

書
複
刻
版
』
宝
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
を
利
用
。

18　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録
〈
肯
山
〉
』
元
禄
一
四
年
三
月
一
五
日
条
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
一
三
の
栗

村
家
（
三
九
頁
）
よ
り
。
な
お
、
平
重
道
編
『
伊
達
治
家
記
録
一
～
二
十
四
』（
宝
文
堂
、
一
九
七
二
～
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一
九
八
二
年
）
を
利
用
。

19　
『
源
貞
氏
耳
袋
二
』
一
〇
〇
頁
、『
秘
蔵
録
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
十
』
宝
文
堂
、
一
九
七
二
年
）

三
一
一
・
三
四
〇
頁
。

20　
『
萬
格
式
御
定
』、『
藩
臣
須
知
（
別
本
）
』（
『
宮
城
県
史
32
』、
一
九
七
〇
年
）
五
一
頁
。

21　

以
上
、
小
林
清
治
「
第
三
章　

藩
制
の
成
立
と
城
下
の
統
制
」（
『
仙
台
市
史
１
本
篇
１
〈
復
刻
版
〉
』、

一
九
七
四
年
）
一
一
一
～
一
一
二
頁
、
渡
辺
前
掲
「
第
三
章
第
三
節　

家
臣
の
配
置
」
一
五
六
・
一
六
〇

頁
よ
り
。

22　

以
上
、『
秘
蔵
録
』
二
二
七
頁
、『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
六
年
六
月
一
三
日
条
、『
宝
暦
五
年
七
月
迄
御
知

行
御
蔵
米
御
切
米
御
扶
持
方
并
人
数
調
』
よ
り
。

23　
『
大
内
家
日
記
』（
『
宮
城
町
誌
史
料
編
（
改
訂
版
）
』、
一
九
八
九
年
）
六
三
八
頁
。

24　
『
万
文
通
諸
状
之
事
附
御
役
列
』、『
扣
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

318.1
－
ヒ
１
〉
）。

25　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録
〈
義
山
〉
』
寛
永
一
三
年
八
月
二
八
日
条
、『
伊
達
治
家
記
録
〈
肯
山
〉
』
天
和

三
年
一
月
一
日
・
貞
享
二
年
六
月
三
日
条
、『
秘
蔵
録
』
三
九
七
頁
、『
源
貞
氏
耳
袋
五
』
一
三
三
頁
よ
り
。

26　
『
仙
台
市
史
1
本
篇
1〈
復
刻
版
〉
』第
三
表（
一
〇
一
頁
）、『
宮
城
県
史
復
刻
版
2
』八
二
頁
の
表
。な
お
、

『
宮
城
県
史
』が
重
出
者
を
減
じ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
庄
司
恭「
仙
台
藩
扶
持
人
の
員
数
に
つ
い
て
」

（
『
仙
台
郷
土
研
究
』
復
刊
第
19
巻
2
号
〈
通
巻
249
号
〉、
一
九
九
四
年
）
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
二
四
頁
）。

27　
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
『
近
世
武
士
の
「
公
」
と
「
私
」
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
も
、『
伊

達
世
臣
家
譜
』
や
『
出
入
司
職
鑑
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

318.1
－
シ
9
〉
）
を
根
拠
に
し
た
『
仙
台

市
史
通
史
編
3
』
の
記
述
か
ら
大
番
士
の
知
行
取
と
俸
禄
取
の
人
数
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、「
仙

台
藩
は
、
圧
倒
的
に
俸
禄
制
度
の
藩
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
七
四
頁
）。
な
お
、『
出
入
司

職
鑑
』
の
デ
ー
タ
は
か
つ
て
小
林
清
治
氏
が
直
臣
の
人
数
と
禄
高
を
算
出
す
る
際
に
利
用
さ
れ
た
『
金

穀
方
職
鑑
』（
須
永
重
光
『
仙
台
藩
史
料
第
一
編
』
仙
台
藩
史
料
刊
行
会
、
一
九
五
三
年
）
の
数
値
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
（
一
一
二
～
一
一
三
頁
）、
小
林
氏
は
『
金
穀
方
職
鑑
』
に
記
載
さ
れ
た
家
臣
数
を

明
和
年
間
（
一
七
六
四
～
七
二
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。『
金
穀
方
職
鑑
』
の
記
載
は
一
部
の
家

臣
数
を
記
載
し
て
お
ら
ず
家
臣
総
数
を
割
り
出
す
に
は
不
向
き
の
史
料
で
あ
る
が
、
知
行
取
と
切
米
扶

持
方
取
の
人
数
が
記
さ
れ
て
お
り
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
本
稿
で
利
用
し
た
『
宝
暦
五
年
七
月
迄
御
知

行
御
蔵
米
御
切
米
御
扶
持
方
並
人
数
調
』
は
宝
暦
年
間
に
勘
定
奉
行
で
あ
っ
た
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
な
ど
勘
定
方
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
同
史
料
が
載
せ
る
家
臣
数
と
全
く
同
じ
数
値

を
載
せ
る
『
奥
陽
名
数
』
に
は
そ
の
家
臣
数
が
明
和
年
間
に
調
査
さ
れ
た
も
の
だ
と
あ
り
、
判
然
と
し

な
い
部
分
が
あ
る
た
め
、
本
稿
の
表
中
で
は
宝
暦
～
明
和
年
間
頃
と
し
た
。
知
行
取
と
俸
禄
取
（
切
米

扶
持
方
取
）
の
人
数
に
つ
い
て
も
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
本
文
中
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

28　

寛
文
一
〇
年
に
は
禄
高
三
〇
石
未
満
の
者
た
ち
が
最
も
多
か
っ
た
が
、
文
化
一
〇
年
に
な
る
と
禄
高

三
〇
石
以
上
五
〇
石
未
満
の
者
が
最
も
多
く
な
っ
て
お
り
、
禄
高
の
若
干
の
底
上
げ
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
逆
に
禄
高
一
〇
〇
石
未
満
の
割
合
が
増
え
て
い
る
。
な
お
、
以
下
、
宝
暦
～
明
和
年
間
の
数
値
は

『
宝
暦
五
年
七
月
迄
御
知
行
御
蔵
米
御
切
米
御
扶
持
方
並
人
数
調
』
か
ら
、
寛
政
一
〇
年
の
数
値
は
『
惣

家
中
分
限
並
役
附
帳
』
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。

29　
『
諸
令
聚
要
』（
吉
田
正
志
編
『
藩
法
史
料
叢
書
3
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
二
二
頁
。

30　

平
井
前
掲
論
文
参
照
。

31　

菅
野
正
道
「
伊
達
政
宗
の
転
封
と
奥
羽
」（
入
間
田
宣
夫
監
修
／
安
達
宏
昭
・
河
西
晃
祐
編
『
講
座　

東

北
の
歴
史
一
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
四
頁
。

32　
『
伊
達
家
文
書
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
二
－
七
一
三
（
二
六
二
～
二
六
四
頁
）。

33　
『
片
倉
代
々
記
』（
『
白
石
市
史
4
』、
一
九
七
一
年
）
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
。

34　

池
上
裕
子
「
日
本
に
お
け
る
近
世
社
会
の
形
成
」（
『
歴
史
学
研
究
』
八
二
一
、二
〇
〇
六
年
）、
稲
葉
継

陽「
第
八
章　

兵
農
分
離
と
侵
略
動
員
」（
同『
日
本
近
世
社
会
形
成
史
論
』校
倉
書
房
、二
〇
〇
九
年
）、

湯
浅
治
久
「
惣
村
と
土
豪
」（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
9
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
。

な
お
、伊
達
氏
に
被
官
化
を
求
め
る
土
豪
に
つ
い
て
は
、遠
藤
ゆ
り
子
「
八　

戦
国
の
村
町
」（
同
編
『
東

北
の
中
世
史
4
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
。

35　
『
源
貞
氏
耳
袋
四
』
一
一
～
一
八
頁
。
以
下
、
彼
ら
に
つ
い
て
は
本
史
料
よ
り
。
な
お
、
近
世
村
落
研

究
会
編
『
仙
台
藩
農
政
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
八
年
）
二
五
・
三
〇
～
三
一
頁
も
参
照
。

36　

以
上
、
吉
田
正
志
「
第
四
章
第
三
節　

近
世
身
分
制
の
確
立
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
3
』
）
二
二
三
～

二
二
九
頁
よ
り
。

37　

拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」（
『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
四
六
、二
〇
一
二
年
）
五

～
六
頁
。

38　
『
宮
城
県
史
28
』（
一
九
六
一
年
）
四
一
〇
頁
。

39　

小
宮
木
代
良
「
幕
藩
政
治
史
に
お
け
る
儀
礼
的
行
為
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」（
『
歴
史
学
研
究
』

七
〇
三
、一
九
九
七
年
）八
七
～
八
八
頁
、拙
著『
近
世
武
家
の「
個
」と
社
会
』刀
水
書
房
、二
〇
〇
七
年
）

第
四
章
。

40　

池
上
前
掲
論
文
三
～
四
頁
。

41　
『
老
人
伝
聞
記
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
六
』
宝
文
堂
、
一
九
七
一
年
）
一
〇
一
頁
。
な
お
、
大
坂
の
陣

の
際
の
「
御
本
陣
御
備
」
の
な
か
に
は
「
凡
阿
弥
」
と
い
う
僧
侶
ら
し
き
人
物
も
い
た
と
い
う
（
『
伊
達

家
文
書
』
二
－
八
〇
八
〈
三
七
九
頁
〉
）。

42　

入
交
好
脩
「
土
佐
藩
に
於
け
る
郷
士
制
度
の
成
立
並
び
に
変
質
過
程
」（
高
村
象
平
ほ
か
編
『
野
村
博

士
還
暦
記
念
論
文
集　

封
建
制
と
資
本
制
』
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）、
荻
慎
一
郎
「
5
章　

土
佐
藩

の
成
立
と
藩
体
制
」（
荻
・
森
公
章
・
市
村
隆
男
・
下
村
公
彦
・
田
村
安
興
『
高
知
県
の
歴
史
〈
第
2

版
〉
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
七
～
一
九
一
頁
な
ど
。
な
お
、
仙
台
藩
の
郷
士
制
度
の
創

出
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
大
介
「
仙
台
藩
の
献
金
百
姓
と
領
主
・
地
域
社
会
」（
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
』

一
三
、二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

43　

菅
野
前
掲
論
文
二
二
五
～
二
二
九
頁
。

44　

本
吉
郡
南
方
入
谷
村
組
頭
清
兵
衛
の
家（
『
宮
城
県
史
26
』一
九
五
八
年
、四
六
三
～
四
六
五
頁
）な
ど
。

45　

以
上
、『
諸
覚
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

318.1
－
シ
2
〉
）、『
秘
蔵
録
』
三
一
〇
～
三
一
一
頁
、『
大

番
組
勤
方
留
』（
吉
田
正
志
編
『
藩
法
史
料
叢
書
3　

仙
台
藩
上
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
四
〇
〇

頁
、『
四
冊
留
』
一
三
頁
、
前
掲
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」
二
八
二
頁
よ
り
。
な

お
、「
浪
人
帳
」
に
つ
い
て
は
、
張
基
善
「
仙
台
藩
に
お
け
る
諸
医
師
と
そ
の
把
握
・
動
員
」（
『
歴
史
』

一
〇
九
、二
〇
〇
七
年
）
が
詳
し
い
。

46　
『
秘
蔵
録
』
三
二
二
～
三
二
三
頁
。
ま
た
、
享
保
一
四
年
五
月
に
は
「
御
馬
乗
・
御
白
楽
」
の
身
分
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
奉
行
か
ら
「
組
士
の
次
に
て
士
分
に
有
之
」
と
の
回
答
が
町
奉
行
（
大
浪

太
兵
衛
）
と
評
定
所
役
人
（
新
田
勘
助
）
へ
出
さ
れ
て
い
る
（
『
秘
蔵
録
』
三
二
二
頁
）。
な
お
、
大
浪
・

福
井
・
新
田
の
役
職
に
つ
い
て
は
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
九
－
四
四
・
巻
一
四
－
一
七
二
～
一
七
三
・

巻
一
五
－
九
八
頁
、『
万
御
定
格
留
』（
『
藩
法
史
料
叢
書
3
』
）
五
二
〇
～
五
二
一
・
六
六
六
～

六
六
七
頁
や
命
令
の
伝
達
ル
ー
ト
か
ら
推
定
し
た
。

47　

な
お
、
幕
府
の
評
定
所
・
町
奉
行
所
・
勘
定
奉
行
所
で
の
吟
味
座
席
と
身
分
・
職
分
の
問
題
を
扱
っ
た

論
考
に
、
尾
脇
秀
和
「
吟
味
座
席
と
身
分
・
職
分
」（
『
日
本
歴
史
』
七
六
六
、二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

48　

二
月
最
初
の
卯
の
日
に
行
わ
れ
る
具
足
開
き
の
祝
い
の
こ
と
（
中
川
学
「
第
五
章
第
一
節　

武
士
の
生
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活
」〈
『
仙
台
市
史
通
史
編
4
』、
二
〇
〇
三
年
〉
三
一
三
頁
）。

49　
『
四
冊
留
』
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
な
ど
。

50　
『
仙
台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
北
文
化
研
究
室

所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〈
GB 

391
－
075
〉
）
寛
延
三
年
の
史
料
番
号
三
〇
。
な
お
、
小
嶋
の
役
職
に
つ

い
て
は
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
九
－
一
〇
一
・
巻
一
一
－
二
〇
二
頁
と
命
令
の
伝
達
ル
ー
ト
か
ら
判

断
し
た
。

51　

籠
橋
俊
光
『
近
世
藩
領
の
地
域
社
会
と
行
政
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
二
九
六
～
二
九
九
頁
。

52　

籠
橋
前
掲
書
三
一
一
頁
、『
御
触
御
用
永
留
牒
』（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
〈
巳
Ａ
－
3
－
196

（
22
）
〉
）。

53　

中
川
学「
大
名
の
死
を
め
ぐ
る
頭
髪
規
制
の
展
開
」（
入
間
田
宣
夫
監
修
／
鈴
木
岩
弓
・
田
中
則
和
編『
講

座　

東
北
の
歴
史
六
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
三
～
二
二
四
頁
。

54　

例
え
ば
、『
秘
鑑
並
衣
服
之
制
一
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

322.1
－
ヒ
1
〉
）。

55　

前
掲
『
仙
台
藩
農
政
の
研
究
』
二
三
〇
頁
。

56　

な
お
、『
仙
台
府
諸
士
藩
籍
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
六
』
）
解
題
も
一
門
～
着
座
ま
で
の
陪
臣
数
を
記

し
て
お
り
、
古
く
か
ら
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
合
計
数
に
誤
り
が
み
ら
れ
る
。
同
書
が
記
す
各
家
格
の

陪
臣
数
を
合
計
す
る
と
正
し
く
は
一
万
四
六
三
八
人
と
な
る
（
二
六
九
頁
）。

57　
『
高
野
家
記
録
』
明
和
二
年
七
月
六
日
条
。
な
お
、
藩
の
役
列
規
定
が
制
定
さ
れ
た
の
は
こ
の
翌
年
で

あ
り
、
四
代
藩
主
綱
村
・
五
代
吉
村
の
両
政
権
下
を
通
じ
て
藩
制
末
期
ま
で
続
く
身
分
格
式
が
定
ま
っ

て
い
く
様
子
が
こ
こ
か
ら
も
看
取
で
き
る
。

58　
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
）
一
七
〇
頁
。

59　
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
『
150
石
の
領
主
』（
大
崎
八
幡
宮
、
二
〇
一
〇
年
）
八
～
九
・
六
五
頁
。

60　
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
前
掲
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
第
六
章
。

61　

高
柳
真
三
「
刑
法
及
び
刑
事
裁
判
」（
『
宮
城
県
史
復
刻
版
7
』、
一
九
八
七
年
、
初
出
は
一
九
六
〇
年
）

一
一
四
頁
、
薩
日
内
良
則
「
仙
台
藩
の
陪
臣
層
に
つ
い
て
」（
『
研
究
紀
要
』〈
東
北
歴
史
資
料
館
〉
八
、

一
九
八
二
年
）
八
頁
。

62　

以
下
、前
掲
『
萬
格
式
御
定
』、『
続
郡
例
鑑
』（
『
藩
法
史
料
叢
書
3
』
）
六
九
九
頁
、『
編
年
記
略
』（
宮

城
県
図
書
館
所
蔵〈
KM 

288
－
ヘ
1
〉
）よ
り
。
な
お
、陪
臣
士
分
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿「
武
士
の
嗜
み
、

武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」
を
参
照
の
こ
と
。

63　

前
掲
『
片
倉
代
々
記
』
享
保
一
七
年
八
月
一
一
日
条
（
三
〇
五
頁
）。

64　
『
蔵
王
町
史
資
料
編
Ⅱ
』（
一
九
八
九
年
）
三
七
三
頁
。

65　

以
下
、『
片
倉
代
々
記
』
貞
享
元
年
八
月
一
八
日
条
（
二
二
三
頁
）、『
白
石
市
史
Ⅰ
通
史
編
』（
一
九
七
九

年
）
二
五
三
頁
（
第
32
表
）
よ
り
。

66　

以
上
、
佐
藤
巧
『
近
世
武
士
住
宅
』（
叢
文
社
、
一
九
七
九
年
）
二
九
八
～
二
九
九
頁
、『
水
沢
市
史

3
近
世
〈
上
〉
』（
一
九
八
一
年
）
九
七
七
～
一
〇
三
六
頁
、『
柴
田
町
史
資
料
篇
Ⅰ
』（
一
九
八
三

年
）
七
一
一
～
七
二
七
頁
、『
丸
森
町
史
史
料
編
』（
一
九
八
〇
年
）
二
〇
三
頁
、『
江
刺
市
史
第
五
巻

史
料
篇
近
世
Ⅰ
』（
一
九
八
五
年
）
五
四
八
～
五
五
五
頁
、『
松
山
町
史
』（
一
九
八
〇
年
）
二
五
七
～

二
五
八
頁
、『
永
代
留
』（
『
角
田
市
史
3
史
料
編
』、
一
九
八
六
年
）
四
一
三
頁
、『
小
牛
田
町
史
上
巻
』

（
一
九
七
〇
年
）
二
二
七
～
二
三
五
頁
、
薩
日
内
前
掲
論
文
七
～
八
頁
よ
り
。

67　

モ
リ
ス
前
掲
『
近
世
武
士
の
「
公
」
と
「
私
」
』
二
八
八
～
二
八
九
頁
の
注
（
5
）。

68　

以
上
、
磯
田
前
掲
書
五
四
～
五
七
頁
、
川
村
要
一
郎
訳
・
編
『
白
石
城
主
片
倉
氏
と
家
臣
の
系
譜
』（
創

栄
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
前
掲
拙
著
第
四
章
注
112
（
二
三
二
～
二
三
三
頁
）、
拙
論
「
松
森
村
の
『
在
所
』

と
矢
野
家
中
」（
『
仙
台
市
史
特
別
編
9
』、
二
〇
一
四
年
、
一
二
一
頁
）、『
片
倉
代
々
記
』
享
保
五
年

九
月
二
一
日
条
（
二
七
八
頁
）、『
高
野
家
記
録
』
享
保
三
年
一
二
月
二
六
日
条
、同
一
一
年
七
月
六
日
条
、

元
文
六
年
一
月
一
五
日
条
な
ど
。

69　

倉
橋
真
紀
「
受
け
継
が
れ
て
い
た
地
域
の
歴
史
」（
『
市
史
せ
ん
だ
い
』
二
一
、
仙
台
市
博
物
館
、

二
〇
一
一
年
）
三
二
～
三
三
頁
。

70　
『
高
野
家
記
録
〈
退
隠
記
〉
』
安
永
三
年
一
二
月
七
日
条
。

71　
『
片
倉
代
々
記
』
元
文
三
年
七
月
二
七
日
条
（
三
四
三
頁
）。

72　

佐
藤
前
掲
『
近
世
武
士
住
宅
』
口
絵
1
～
17
、
246
～
327
図
、
二
四
六
～
三
二
六
頁
。

73　

モ
リ
ス
前
掲
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
二
一
〇
頁
。
た
だ
し
、
一
方
の
預
足
軽
た
ち
の
方
も
陪
臣

た
る
岩
城
家
家
中
を
貶
め
不
遜
な
態
度
を
取
っ
た
と
い
い
、
双
方
が
相
手
を
低
く
見
て
い
た
こ
と
も
わ

か
る
（
高
橋
梵
仙
『
江
刺
足
軽
文
書
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
四
年
、
八
〇
三
頁
）。

74　

以
上
、『
法
禁
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
二
』
宝
文
堂
、
一
九
七
一
年
）
三
七
一
・
三
七
四
～

三
七
五
・
三
七
七
～
三
七
八
頁
、『
諸
格
御
触
留
扣
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KM 

322.1
－
シ
4
〉
）、『
仙

台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』
寛
政
五
年
－
二
五
番
よ
り
。

75　

前
掲
『
宮
城
県
史
復
刻
版
2
』
一
一
章
、
前
掲
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」
七
～

一
五
頁
。

76　

深
谷
克
己
『
江
戸
時
代
の
身
分
願
望
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
六
頁
。
な
お
、
氏
が
一
八

世
紀
七
〇
年
代
の
安
永
年
間
よ
り
以
前
の
も
の
と
推
定
し
引
用
さ
れ
て
い
る
「
売
禄
一
覧
」
の
史
料
に

は
「
百
姓
か
ら
郷
士
格　

五
五
〇
両
」
と
あ
り
（
一
三
八
頁
）、
郷
士
格
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の

大
凶
作
を
き
っ
か
け
に
新
た
に
創
設
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
献
金
郷
士
制
度
で
あ
る
の
で
（
『
出
入
司
職

鑑
』
）、
正
し
く
は
一
九
世
紀
前
半
の
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐

藤
大
介
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
（
佐
藤
前
掲
論
文
注
22
〈
七
八
頁
〉
）。

77　
『
伊
達
治
家
記
録
〈
肯
山
〉
』
貞
享
四
年
一
月
一
四
日
条
と
同
条
を
載
せ
る
『
伊
達
治
家
記
録
十
』
の

一
六
三
頁
（
注
解
一
）
よ
り
。

78　
『
伊
達
家
文
書
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
一
年
）
七
－
二
五
四
九
（
一
六
五
～
一
六
六
頁
）。
な
お
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
す
で
に
小
林
清
治
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
前
掲
『
仙
台
市
史
１
本
篇
１
〈
復
刻
版
〉
』

四
四
五
頁
）。
と
こ
ろ
で
、
金
上
侍
を
許
容
す
る
考
え
が
ど
こ
か
ら
出
た
考
え
方
な
の
か
判
然
と
し
な

い
も
の
の
、
藩
主
自
身
が
書
付
を
も
っ
て
命
じ
た
相
手
が
藩
の
奉
行
で
は
な
く
藩
財
政
の
責
任
者
で
あ

る
出
入
司
お
よ
び
村
政
一
般
を
扱
う
郡
方
奉
行
だ
っ
た
と
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
金
上
侍
の
始
ま
り

も
藩
の
台
所
を
預
か
る
者
と
村
の
事
情
に
通
じ
た
者
が
編
み
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

79　
『
源
貞
氏
耳
袋
七
』
九
四
～
九
七
頁
、「
仙
台
孝
義
録
」（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
二
』
）
一
九
～
二
〇
頁
。

80　

以
下
、『
伊
達
家
文
書
』
七
－
二
五
四
六
（
一
二
二
～
一
二
六
頁
）
よ
り
。

81　
『
志
津
川
町
誌
資
料
集
１
』（
一
九
九
〇
年
）
一
二
五
頁
。
な
お
、
地
域
に
お
け
る
貨
幣
の
蓄
積
に
関
し

て
は
、
高
橋
陽
一
氏
が
興
味
深
い
研
究
を
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
領
の
磐
井
郡
猪
岡
村

小
猪
岡
で
は
、天
保
の
飢
饉
下
に
あ
っ
て
も
負
担
を
賄
え
る
だ
け
の
貨
幣
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
い
う（
同

「
天
保
飢
饉
に
お
け
る
村
の
負
担
」〈
平
川
新
編
『
江
戸
時
代
の
政
治
と
地
域
社
会　

第
一
巻
』
清
文
堂

出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

82　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」
を
参
照
の
こ
と
。

83　

平
重
道
・
齋
藤
鋭
雄
編
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
』（
宝
文
堂
、
一
九
七
八
年
）。

84　

モ
リ
ス
前
掲
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
第
七
章
。

85　

前
掲
『
白
石
城
主
片
倉
氏
と
家
臣
の
系
譜
』
三
三
五
・
五
二
六
頁
な
ど
。
な
お
、
藩
の
奉
行
職
を
務
め
た

片
倉
家
一
〇
代
宗
景
は
名
君
の
誉
れ
高
き
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
も
自
家
の
財
政
再
建
の
一
助
と
し

て
多
く
の
金
上
侍
を
登
用
し
て
い
る
（
『
白
石
市
史
Ⅰ
通
史
編
』
二
六
四
頁
）。
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86　
『
六
代
治
家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
〈
KD
－
209
－
ロ
1
〉
）、『
楽
山
公
治
家
記
録
』（
同
〈
KD
－
209

－
ラ
1
〉
）。

87　
『
出
入
司
職
鑑
』
よ
れ
ば
「
士
之
極
末
席
」
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
が
「
献
金
郷
士
格
」
で
あ
る
。

88　

以
上
、
前
掲
『
万
御
定
格
留
』
五
六
一
頁
、
高
倉
淳
編
『
仙
台
藩
刑
罰
記
』（
一
九
八
八
年
）
六
五
二
～

六
五
三
頁
よ
り
。
な
お
、
家
格
着
座
高
野
家
で
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
に
家
中
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（
『
高
野
家
記
録
〈
退
隠
記
〉
』
安
永
三
年
八
月
二
九
日
条
）。

○
過
六
日
如
左
申
渡
之 

間
違
遅

々
載
此

御
家
中
は
農
作
専
安
仕
相
続
可
申
義
ニ
候
処
、
近
年
ハ
利
欲
を
魚漁

カ

り
請
売
商
売
数
多
ニ
相
成
候
由
不

取
合
ニ
候
、
此
末
は
御
歩
行
已
下
は
無
御
構
候
、
併
清
酒
其
外
御
法
度
物
ハ
勿
論
、
無
用
之
菓
子
類

手
遊
物
抔
は
取
次
売
候
義
屹
度
可
指
留
事

　

一
御
小
生
以
上
は
請
売
物
取
次
売
共
堅
被
相
留
候
、
手
作
物
草
履
草
鞋
之
類
手
細
工
物
は
別
段
之
儀
御
構

無
之
事

但
小
生
已
上
之
内
ニ
而
も
先
年
願
之
上　

公
義
御
判
紙
申
請
商
売
物
仕
来
候
者
無
御
構
候
、
夫
共
ニ

菓
子
類
手
遊
物
之
類
無
用
之
品
ハ
可
相
止
事

右
之
通
被　

仰
出
候
条
頭
々
承
知
支
配
中
え
可
申
渡
事

　
　
　
　

年
八
月
六
日

こ
れ
は
自
家
の
家
中
に
「
利
欲
を
」
漁
り
「
請
売
商
売
」
を
行
う
者
が
多
い
状
態
を
是
正
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
陪
臣
た
ち
も
「
商
売
」
を
し
て
利
殖
に
走
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
野
家
で
は
規

制
は
す
る
も
の
の
下
級
家
臣
に
は
「
請
売
商
売
」
を
許
可
し
た
こ
と
、「
無
用
之
菓
子
類
手
遊
物
杯
」
を

扱
う
こ
と
を
厳
禁
す
る
一
方
で
、「
手
作
物
草
履
草
鞋
之
類
手
細
工
物
」
に
つ
い
て
は
認
め
た
こ
と
が

わ
か
り
興
味
深
い
。

89　

三
原
良
吉
「
大
番
士
の
家
庭
生
活
」（
『
仙
台
郷
土
研
究
』
一
三
－
一
、一
九
四
三
年
）
八
頁
。

90　

高
倉
淳
『
仙
台
藩
犯
科
帳
』（
今
野
印
刷
、
一
九
九
五
年
）
一
五
頁
。

91　

以
上
、
高
柳
前
掲
論
文
二
一
～
二
二
頁
、『
秘
蔵
録
』
一
五
七
頁
よ
り
。

92　

家
格
準
一
家
の
葛
西
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
甲
集
〉
』
一
門
一
家
準
一
家
一
族
一
－
三
九
頁
）、

家
格
着
座
の
川
島
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
甲
集
〉
』
宿
老
着
座
太
刀
上
二
－
八
一
頁
）、
家
格
召

出
の
石
田
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
九
－
九
九
頁
）、
家
格
平
士
の
伊
藤
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻

一
三
－
四
〇
頁
）、村
上
家（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編〈
乙
集
〉
』平
士
一
四
－
三
八
七
頁
）、桑
名
家（
『
伊

達
世
臣
家
譜
続
編
〈
乙
集
〉
』
平
士
一
五
－
四
〇
一
頁
）、
香
味
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
乙
集
〉
』

平
士
一
七
－
八
頁
）、
成
田
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
乙
集
〉
』
平
士
二
三
－
一
五
九
頁
）、
桑
島

家（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編〈
乙
集
〉
』平
士
二
五
－
二
二
七
頁
）、山
本
家（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編〈
乙

集
〉
』
平
士
二
五
－
二
三
八
頁
）、
針
生
家
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
乙
集
〉
』
平
士
二
六
－
二
八
〇

頁
）、
木
崎
家
『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
〈
乙
集
〉
』
平
士
二
九
－
三
八
九
頁
）、
戸
津
家
（
『
伊
達
世
臣
家

譜
続
編
〈
乙
集
〉
』
平
士
二
九
－
四
〇
九
頁
）。

93　
『
四
冊
留
』
に
は
「
諸
給
人
御
改
易
等
ニ
テ
屋
敷
被
召
上
、
御
竿
入
地
妻
子
・
下
中
為
相
続
之
親
類
抱
地

ニ
被
成
下
度
願
」
を
出
し
た
際
に
は
「
百
姓
並
諸
役
」
を
勤
め
る
と
の
記
述
が
あ
り
（
一
八
一
頁
）、
改

易
さ
れ
た
藩
士
家
の
家
中
が
旧
主
の
屋
敷
を
抱
地
に
す
る
具
体
例
も
あ
る
（
『
源
貞
氏
耳
袋
八
』
五
九

頁
）。『
仙
台
藩
刑
罰
記
』
に
は
自
ら
の
抱
地
を
犯
罪
を
犯
し
た
親
類
に
預
け
る
者
の
姿
を
確
認
で
き
る

（
五
七
〇
頁
）。

94　
『
四
冊
留
』
一
二
～
一
四
頁
。
な
お
「
抱
地
御
定
」
が
出
さ
れ
た
二
年
後
の
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）

に
は
「
他
所
浪
人
」
が
領
内
に
居
住
す
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
「
御
城
下
・
在
々
共
不
残
」
に
触

が
廻
さ
れ
、「
他
人
借
宅
ニ
指
置
」
く
場
合
に
は
「
所
縁
之
者
受
合
ニ
而
」
始
末
す
べ
き
旨
や
「
浪
人
士
」

の「
鉄
炮
御
改
并
切
支
丹
宗
門
御
改
」に
つ
い
て
も
入
念
に
実
施
し
べ
き
旨
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る（
『
続

郡
例
鑑
』
七
一
八
～
七
一
九
頁
）。

95　

朝
尾
直
弘
「
近
世
京
都
の
牢
人
」（
同
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
七
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
熊
谷
前

掲
論
文
、
吉
田
前
掲
論
文
、
山
本
英
二
「
浪
人
・
由
緒
・
偽
文
書
・
苗
字
帯
刀
」（
『
関
東
近
世
史
研
究
』

二
八
、一
九
九
〇
年
）、
同
「
甲
斐
国
『
浪
人
』
の
意
識
と
行
動
」（
『
歴
史
学
研
究
』
六
一
三
、一
九
九
〇

年
）、
兼
平
賢
治
「
近
世
前
期
に
お
け
る
牢
人
（
新
参
家
臣
）
の
一
生
と
武
家
社
会
の
転
換
（
上
・
下
）
」

（
『
岩
手
史
学
研
究
』
九
〇
・
九
一
、二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
年
）。
な
お
、
久
留
米
藩
の
「
浪
人
」
の
身
分

格
式
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
に
吉
田
昌
彦
「
久
留
米
藩
「
浪
人
」
制
度
に
関
す
る
再
検
討
」（
『
九
州
文

化
史
研
究
所
紀
要
』
四
四
、二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

96　
『
秘
蔵
録
』
三
一
一
頁
、『
続
郡
例
鑑
』
六
九
九
頁
。

97　

な
お
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
八
月
に
は
一
門
衆
家
老
た
ち
の
次
三
男
が
浪
人
し
た
場
合
に
つ
い
て

も
「
暇
出
候
は
ゝ
士
格
に
無
之
候
事
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
（
『
秘
蔵
録
』
三
一
九
頁
）。

98　

前
掲
『
永
代
留
』
四
六
六
頁
。
な
お
、こ
う
し
た
行
き
逢
い
の
作
法
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、

武
士
の
威
厳
」（
前
掲
『
講
座　

東
北
の
歴
史
一
』
）
三
〇
一
～
三
〇
三
頁
を
参
照
。

99　

詳
し
く
は
、
拙
稿
前
掲
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」
を
参
照
。

100　

宮
城
県
古
文
書
を
読
む
会
編
『
家
内
用
心
集
』（
今
野
印
刷
、
一
九
九
六
年
）
三
一
～
三
三
頁
。

［
付
記
］
本
研
究
はJSPS

科
研
費 JP25770228

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

［
謝
辞
］
貴
重
な
史
料
の
閲
覧
・
撮
影
に
関
し
て
仙
台
市
博
物
館
か
ら
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が

ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
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要　旨

日本近世史分野では、身分制研究の進展を背景に、大名家の家臣団のなかでどの階層からが世襲の武士身分であった
のかという点が議論されており、一方、武士身分とは誰が認定するのかといういう点についても研究されている。

本稿は、以上のような認識のもと、「武士身分の者」の多さが特徴とされる仙台藩の武士身分について整理するもの
である。果たして、仙台藩の領内では誰が武士として認められたのか、いわゆる武士身分であると認められる存在につ
いて、直臣、陪臣、金上侍、浪人まで含めて考察を加え、同藩における武士身分の重層的なあり方を論じたものである。

なお、その過程で従来の研究の誤りや等閑に付されてきた点についても言及している。

Key words：武士身分、直臣、陪臣、金上侍、浪人

（平成28年₉月30日受理）
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